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第3回都市政策フォーラム講演（概要）

当センターでは、都市自治体が直面している課題や今後対応すべき都市政策のテーマについて自由に

議論し、課題解決に向けた情報共有・意見交換を図るため、都市自治体関係者を対象としたフォーラム

を開催している。

2018 年8月7日、「都市ガバナンスの公民連携～まちづくりに生きる文化芸術～」と題して、第3回

目のフォーラムを開催した。なお、本稿は講演録（概要）をとりまとめたものである。

1 講演①
「文化政策の今後と公民連携」

中央大学法学部教授
工藤 裕子

(1）「文化行政」と「文化政策」
私は、この中で文化には一番造詣が深くな
い人間でありまして、たまたま行政学の立場
から昨年度までの日本都市センターの研究会
に参加させていただいた者です。したがいま
して、私の専門である行政学、特に公共経営
という立場からアートに関するお話をさせて
いただければと思います。
今回は最初に悩みましたのが、文化行政と
文化政策の違いです。本日のタイトルにつけ
させていただいていますのが、この研究会の

報告書における担当章である文化政策です。
一方、文化行政については、もともとは民間
が担っていた創造活動を、特に日本の場合、
行政機関が後発で手伝い始めたという経緯が
あります。
もともと日本では伝統的に、民間が文化活
動の中心でした。行政機関は限られた役割し
か果たしてこなかったというのが現実かと考
えております。いずれの行政機関が文化政策
を実施するのか、あるいは文化行政を実施す
るのか、に関し、日本は諸外国に比べると文
化を担う行政機関の設立が比較的遅かったと
いった事情もあるでしょうし、加えて、歴史
的に、あまり行政機関が出しゃばるべきでは
ないという認識もあった思います。
一方で、今はすこし下火かと思いますが、

「行政の文化化」ということがかなり強調さ
れた時期があります。それは、文化行政を契
機として地方自治体の行政のあり方を再構築
し、さらには地方分権を促進しよう、推進し
ようというものだったと理解しております。
ところで、文化政策は歴史的には、文化行
政より後に登場しました。大体 1980 年代後
半から 90 年代前半に、それまでの文化行政
の中心が施設の建設と管理・運営、いわゆる
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などの取組みについては、ドイツの計画的圏
域「シティ・リージョン」が参考になると考
えます。なかでも、私が評価している「ライ
ン＝ネッカー・シティ・リージョン」は、3
つの州にまたがる 290 の基礎自治体から構成
されたシティ・リージョンです。ここでは、

公民連携による地域開発や新しい地域開発の
かたち・あり方などの先駆的な取組みや運用
が進められているので、どのようなキャッチ
アップができるかはわかりませんが、参考に
なるのではないかと思います。
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箱物行政で、その箱物行政が一段落しつつ、
同時にいろいろな問題が山積してきたため、
脱皮するべく文化政策という言葉が使われる
ようになってきたようです。一方、文化行政
が文化政策と言いかえられただけで、内容は
実は何も変わっていないと批判的に捉える向
きも結構います。
本来、政策と行政では、政策は戦略性があ
りビジョンを語るものに対して、行政は運営
であり、内容はかなり違うはずですが、残念
ながら、文化政策の中心は実は文化行政なの
ではないか、というのが私が現在認識してい
るところです。
また、パブリック・アートという概念があ
ります。「行政の文化化」ということが日本
で強調されるようになった 90 年代の初めに
盛んに取り上げられた概念です。
パブリック・アートとはもともと、特に欧
米で 50 年代から 60 年代にかけて、美術館や
ギャラリー以外の広場や道路、公園などの公
共的な空間に設置される芸術作品を指すもの
であり、公共空間の魅力を高める役割を担う
ようになります。このため、オブジェや彫刻
などが入ってきました。日本にパブリック・
アートの概念が入ってきたころ、既に欧米で
はいわゆるコンテクスチュアル・アートとか
リレーショナル・アート、パティシパトリー・
アート、コミュニティ・ベースド・アートな
どと言われる、公共空間の環境と市民社会が
協働するという新しい概念が登場していまし
た。これらの概念はつまり、例えばそこに彫
刻があることが大事なのではなく、市民がそ
の場に出かけていって、その空間を使った
り、楽しんだり、いわば市民も一緒になって
空間を創り出すものと理解されています。
このことが非常に面白いのは、ちょうど
1990 年代には日本の行政にも新しい公共経

営、ニュー・パブリック・マネジメントが導
入されるわけですが、そのいろいろな問題
点、特に市民があまり参加していないのでは
ないかという批判が 2005 年頃からなされる
ようになりまして、いわゆるポスト・ニュー・
パブリック・マネジメント、ポスト NPMと
いわれるものが台頭するのですが、その一つ
の概念にニュー・パブリック・ガバナンスと
いうものがあります。
これにより行政においても、市民社会と行
政の co-production（協働生産）、それから
co-design（協働で創り出すこと）ということ
が非常に強調されるようになってきておりま
して、言ってみれば行政機関の行政改革の中
でも行われてきたことが、アートの世界でも
起こったと考えられます。
欧米では、1990 年代に入る少し前から、環
境問題への関心などから、市民の意識を喚起
し、対話や討論を生むための装置としてのパ
ブリック・アートというものが登場してきま
す。少し挑発的な、いろいろな仕掛けやもの
を提示することで、市民が「これ、何だろう」
と話し出すなどの効果を期待するもので、そ
のため、あえて波紋を呼ぶようなテーマを投
げかけるのです。これは、芸術の政策的な意
義ということとも非常に近く、欧米諸国で
は、このような考え方がその以前からあった
のではないかと言われています。
いずれにしても、市民が能動的に参加する
アートという意味で、パブリック・アートが
アメリカやヨーロッパで盛んになっていくの
に対して、日本は少し違った発展を遂げま
す。これは、日本においては後から発展して
きたという事情もあるのですが、当初は空間
演出、いかにおしゃれな空間をつくるかと
か、そこから発展してまちづくりとの接点と
いうことが非常に強調されたためによるもの
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です。
おそらく後で藤野先生のご報告でより専門
的なお話があるのかと思いますが、地域振興
や地域活性化に資するようなアートの使い
方、あるいはまちづくりの一環としてのアー
トや芸術や文化政策ということになるので
す。一方で、作品の設置によって、その都市
の環境や歴史などを可視化したり、公共の福
祉の向上やまちづくり、地域コミュニティの
活性化に寄与したり、そういう意味でまちづ
くりといいますか、その地域のアイデンティ
ティをつくり上げていく一つの方策としても
考えられているということがあります。この
ようになってくると実は、日本も欧米にあま
り劣らない内容になっているのではないかと
考えます。

(2）文化政策と地方自治体
もう一つ、都市センターの研究会で私たち
が考えてきたことは、自治体にとって文化政
策とは何だろうということでした。
そもそも文化政策が変遷しておりまして、
さらには文化政策は公共サービスなのかとい
う根本的な問いがおそらくあると思います。
私はサービスの一つだと考えるのですが、そ
うすると、どのようなサービスが、中身とい
いますかメニューがあるのかということです
が、一つは文化の普及啓発ということです。
ただ、これについては、調査していく中で、
地方自治体の役割はもう終わったという方
と、いや、そうではなくて、まだそのような
可能性が十分あるんだとおっしゃる方がお
り、意見が分かれるところです。
一方で、市民の認識も非常に変わってきま
した。もちろん、人々が文化、アートに接す
る接し方というのも変わってきておりますの
で、市民の合意がそもそもなかなか得られな

い。私たち一般市民がアートや文化に対する
思い方や捉え方は本当に人それぞれ、ばらば
らです。ですから、例えば福祉や教育であれ
ば比較的イメージが統一されやすいのに対し
て、文化というものに対する統一的な見解は
なかなか得られないわけです。
そうしますと、実は、そのガバナンスの上
では、政策のデザインとサービスの供給のい
ずれにおいても市民と協働したり協治したり
しなければならないのですが、それでは、行
政機関としてどのようなサービスをどのよう
に提供したらいいのかということになると、
なかなか現実問題になりにくいのです。つま
り、理屈では誰もがわかっていることなのか
もしれませんが、実際に実施するとなるとコ
ンセンサス・ビルディングが難しい分野で
す。しかし、逆に、だからこそ、市民社会が
共有できる価値を見つけ出していく、一つの
過程になるのかもしれないと思います。
ここで、文化政策を担っている担い手とし
ての地方自治体の役割とは何か、を考えます
と、普及啓発活動だけではなく、最近では例
えば、より積極的な教育やアウトリーチなど
があります。今回の都市センターの研究会
で、アンケート調査や視察もさせていただき
ましたが、ここに力を入れていらっしゃる自
治体は非常に多いですし、こうした点に非常
に力を入れている自治体ほど、実は文化政策
に熱心に取り組んでおり、かつ成功している
のではないかなと思われます。
同時に、民間ではなく、国でもない自治体が

どのような文化政策を実施していけばいいの
か、というのは非常に難しい問題になります。
実は、一自治体として、これはたとえ政令
指定都市や中核市といった大きな都市であっ
ても、一自治体としては対応できない問題が
文化政策の中には多いわけです。ここにも挙
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箱物行政で、その箱物行政が一段落しつつ、
同時にいろいろな問題が山積してきたため、
脱皮するべく文化政策という言葉が使われる
ようになってきたようです。一方、文化行政
が文化政策と言いかえられただけで、内容は
実は何も変わっていないと批判的に捉える向
きも結構います。
本来、政策と行政では、政策は戦略性があ
りビジョンを語るものに対して、行政は運営
であり、内容はかなり違うはずですが、残念
ながら、文化政策の中心は実は文化行政なの
ではないか、というのが私が現在認識してい
るところです。
また、パブリック・アートという概念があ
ります。「行政の文化化」ということが日本
で強調されるようになった 90 年代の初めに
盛んに取り上げられた概念です。
パブリック・アートとはもともと、特に欧
米で 50 年代から 60 年代にかけて、美術館や
ギャラリー以外の広場や道路、公園などの公
共的な空間に設置される芸術作品を指すもの
であり、公共空間の魅力を高める役割を担う
ようになります。このため、オブジェや彫刻
などが入ってきました。日本にパブリック・
アートの概念が入ってきたころ、既に欧米で
はいわゆるコンテクスチュアル・アートとか
リレーショナル・アート、パティシパトリー・
アート、コミュニティ・ベースド・アートな
どと言われる、公共空間の環境と市民社会が
協働するという新しい概念が登場していまし
た。これらの概念はつまり、例えばそこに彫
刻があることが大事なのではなく、市民がそ
の場に出かけていって、その空間を使った
り、楽しんだり、いわば市民も一緒になって
空間を創り出すものと理解されています。
このことが非常に面白いのは、ちょうど
1990 年代には日本の行政にも新しい公共経

営、ニュー・パブリック・マネジメントが導
入されるわけですが、そのいろいろな問題
点、特に市民があまり参加していないのでは
ないかという批判が 2005 年頃からなされる
ようになりまして、いわゆるポスト・ニュー・
パブリック・マネジメント、ポスト NPMと
いわれるものが台頭するのですが、その一つ
の概念にニュー・パブリック・ガバナンスと
いうものがあります。
これにより行政においても、市民社会と行
政の co-production（協働生産）、それから
co-design（協働で創り出すこと）ということ
が非常に強調されるようになってきておりま
して、言ってみれば行政機関の行政改革の中
でも行われてきたことが、アートの世界でも
起こったと考えられます。
欧米では、1990 年代に入る少し前から、環
境問題への関心などから、市民の意識を喚起
し、対話や討論を生むための装置としてのパ
ブリック・アートというものが登場してきま
す。少し挑発的な、いろいろな仕掛けやもの
を提示することで、市民が「これ、何だろう」
と話し出すなどの効果を期待するもので、そ
のため、あえて波紋を呼ぶようなテーマを投
げかけるのです。これは、芸術の政策的な意
義ということとも非常に近く、欧米諸国で
は、このような考え方がその以前からあった
のではないかと言われています。
いずれにしても、市民が能動的に参加する
アートという意味で、パブリック・アートが
アメリカやヨーロッパで盛んになっていくの
に対して、日本は少し違った発展を遂げま
す。これは、日本においては後から発展して
きたという事情もあるのですが、当初は空間
演出、いかにおしゃれな空間をつくるかと
か、そこから発展してまちづくりとの接点と
いうことが非常に強調されたためによるもの
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げましたが、例えば伝統文化の継承、保存や、
文化財修復、保全などです。これらは、市町
村が担当してはおりますが、そのための人材
育成や管理、運営等々というのは一自治体で
今後もやっていくことが本当に好ましいのか
どうかということは考える段階に来ているの
ではないかと理解しています。
他方で、やはりこの分野には、国や都道府
県とのすみ分け、役割分担をどうするのかと
いう問題もあります。現実的には、その自治
体の首長さんのリーダーシップが非常に大き
く影響していて、時には趣味に走ることがな
いわけでもないですが、やはりリーダーシッ
プがないと成功しない分野でもあるかと思い
ます。
そういう意味でこの分野で一番大事なこと
は、行政機関的に考えますと、いわゆるマル
チ・レベル・ガバナンス、つまり、国の役割
があり、その次に何が都道府県の役割で、最
終的に地方自治体が何を担当するのか、とい
うことが重層的に理解されなければならない
と思っております。そういう意味で、実際に
地方自治体が文化政策を担う単位として、あ
るいは地方自治体は本当に文化政策を実施し
ていく単位として最適なのかというのは、個
人的にはなかなか解答がないのですが、これ
はすこし考える必要があるかと思っています。
一方で、具体的な案件を見ていきますと、
それぞれ個別のプロジェクトや施設の支援を
積み上げていく、言ってみれば帰納型のアプ
ローチをとっている自治体が成功している事
例が多いということが言えるかと思います。
そうしますと、やはり地方自治体の役割と
して文化政策の中で求められているものは、
その地域内の市民社会や企業の活動と連携し
つつ、地域社会の文化的な活動を支援するこ
とです。ですから、あくまでも地元にある活

動をどれだけ発見して、それを支えていくか
ということが重要なのではないかと考えま
す。それと同時に、文化的な営みに触れられ
る環境の整備と提供、市民の文化的な生活の
支援や経済活動としての文化の育成と支援、
あるいは地方自治体の持つ独自文化の保存、
継承なども自治体の文化政策の中で求められ
ているものであるといえます。
特に、今回の都市センターの研究会でのい
ろいろな調査の中で明らかになってきたこと
は、その地域の特色を生かし、その地域に根
ざしたもの、それから歴史、伝統、あるいは、
場合によっては企業や教育機関、人材などの
地域資源を活用するものであるということで
す。ですから、他にはない何か、要するにオ
ンリーワンの考え方が重要になるのだと思い
ます。
それから、地域の現存の市民活動に寄り
添って、あるいは子どもの可能性に働きかけ
る、それから地域経済に何らかのインパクト
を与える。こうしたことを、別に観光などに
限らずに実施しているところが比較的活動と
して盛んであり、かつ成功していると理解し
ました。

(3）まちづくりと文化政策の連携
一方で、非常に多くの自治体が 1990 年代
から、特に 2000 年以降、まちづくりとの連携
の中で文化政策を進めてきています。これに
ついて少し概観してみますと、いわゆるアー
ト・イベント、アート・プロジェクトという
ものがございます。これもおそらく藤野先生
のほうから、より専門的なお話があると思い
ますので、私はごく簡単に、私なりにまとめ
たいと思いますが、一つは、もともとアート・
イベントと言われるものは、諸外国では非常
に古いものであるということです。中世、十
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五、六世紀には既にいろいろあって、さまざま
なお祭り、催事が行われていたりしました。
アート・プロジェクトというのは一方で、
21 世紀になってから、アートにかかわるイベ
ントや運動等を組織する NPOなどの自主運
営組織を中心に、美術館や地方自治体などを
含んだローカルな環境下でアート活動を展開
していく一連の活動形式と定義されていま
す。ですから、地域の中でいろいろな活動を
実施していくものということで、これはどち
らかというと、アートそのものというより
は、まちづくりの推進ということが重要な目
的になっていると考えられます。
ここで大事なことは交感する機会です。そ
れから、その機会を創っていくということ。
それから共働体制。この「共働」の字が異な
るのは、こちらの用法がこの世界では使われ
るので使いましたが。あとは、アートという
手法で想像力を鍛えて、さまざまな問題提起
をするプロセスを大切にするという目的を持
つといわれています。
いずれにしましても、これが文化政策とし
て行われてきたのかというと、必ずしもそう
ではない。まちづくりや地域振興、地域活性
化という中で、一つの手段として使われてき
たものであることが多いようです。
一方で、世界のイベントはどのようになっ
ているかというのが、このような感じであり
ます（図1）。
皆様もご存じのものが多いと思いますが、
1895 年から毎年2年に1回行われているの
がヴェネツィアのビエンナーレです。関連す
るイベントの中で実は最も古いのは音楽祭で
ありまして、その後、映画祭、ダンスフェス
ティバル、最後に建築展ができました。一番
古いのが美術展です。建築展と交互に実施さ
れ、今年はちょうど建築の年に当たります。イ

タリアはアートイベントが結構多く、ミラノの
トリエンナーレは 1920 年代からあります。
ドイツのドクメンタ、またアートバーゼル

はスイスです。これらはビジュアルアート系
ですが、一方、パフォーミングアートとなる
と、例えばエジンバラ国際フェスティバルが
あります。これは演劇ですが、これも実は箱
物の劇場の中で行われるものだけではなく、
エジンバラ旧市街の街中で大道芸が行われた
りですとか、いろいろなパフォーマンスが行
われたりする、そうしたタイプのものです。
それから、有名な音楽祭となりますと、例え
ばバイロイト音楽祭は 1800 年代から行われ
ていますし、ザルツブルグ音楽祭やイタリア
のヴェローナ・アリーナのオペラフェスティ
バルなどもあります。
いずれにしましても、これらの特徴は、街
中を巻き込んだタイプのアート・フェスティ
バルだということです。ヴェネツィア・ビエ
ンナーレも、ヴェネツィア・ビエンナーレの
会場というものがありますが、会場以外の街
中でいろいろなイベント、関連イベントが行
われて、それこそありとあらゆる公共空間、
場合によっては個人のお宅までが会場に変わ
ります。
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図1 世界のアート・イベント

出典：報告者作成
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げましたが、例えば伝統文化の継承、保存や、
文化財修復、保全などです。これらは、市町
村が担当してはおりますが、そのための人材
育成や管理、運営等々というのは一自治体で
今後もやっていくことが本当に好ましいのか
どうかということは考える段階に来ているの
ではないかと理解しています。
他方で、やはりこの分野には、国や都道府
県とのすみ分け、役割分担をどうするのかと
いう問題もあります。現実的には、その自治
体の首長さんのリーダーシップが非常に大き
く影響していて、時には趣味に走ることがな
いわけでもないですが、やはりリーダーシッ
プがないと成功しない分野でもあるかと思い
ます。
そういう意味でこの分野で一番大事なこと
は、行政機関的に考えますと、いわゆるマル
チ・レベル・ガバナンス、つまり、国の役割
があり、その次に何が都道府県の役割で、最
終的に地方自治体が何を担当するのか、とい
うことが重層的に理解されなければならない
と思っております。そういう意味で、実際に
地方自治体が文化政策を担う単位として、あ
るいは地方自治体は本当に文化政策を実施し
ていく単位として最適なのかというのは、個
人的にはなかなか解答がないのですが、これ
はすこし考える必要があるかと思っています。
一方で、具体的な案件を見ていきますと、
それぞれ個別のプロジェクトや施設の支援を
積み上げていく、言ってみれば帰納型のアプ
ローチをとっている自治体が成功している事
例が多いということが言えるかと思います。
そうしますと、やはり地方自治体の役割と
して文化政策の中で求められているものは、
その地域内の市民社会や企業の活動と連携し
つつ、地域社会の文化的な活動を支援するこ
とです。ですから、あくまでも地元にある活

動をどれだけ発見して、それを支えていくか
ということが重要なのではないかと考えま
す。それと同時に、文化的な営みに触れられ
る環境の整備と提供、市民の文化的な生活の
支援や経済活動としての文化の育成と支援、
あるいは地方自治体の持つ独自文化の保存、
継承なども自治体の文化政策の中で求められ
ているものであるといえます。
特に、今回の都市センターの研究会でのい
ろいろな調査の中で明らかになってきたこと
は、その地域の特色を生かし、その地域に根
ざしたもの、それから歴史、伝統、あるいは、
場合によっては企業や教育機関、人材などの
地域資源を活用するものであるということで
す。ですから、他にはない何か、要するにオ
ンリーワンの考え方が重要になるのだと思い
ます。
それから、地域の現存の市民活動に寄り
添って、あるいは子どもの可能性に働きかけ
る、それから地域経済に何らかのインパクト
を与える。こうしたことを、別に観光などに
限らずに実施しているところが比較的活動と
して盛んであり、かつ成功していると理解し
ました。

(3）まちづくりと文化政策の連携
一方で、非常に多くの自治体が 1990 年代
から、特に 2000 年以降、まちづくりとの連携
の中で文化政策を進めてきています。これに
ついて少し概観してみますと、いわゆるアー
ト・イベント、アート・プロジェクトという
ものがございます。これもおそらく藤野先生
のほうから、より専門的なお話があると思い
ますので、私はごく簡単に、私なりにまとめ
たいと思いますが、一つは、もともとアート・
イベントと言われるものは、諸外国では非常
に古いものであるということです。中世、十
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それから、ミラノ・トリエンナーレも、い
わゆる「トリエンナーレの外」といわれる、
いろいろなイベントがありまして、例えば建
築家が自分のアトリエを公開したりですと
か、アーチストが自分のアトリエを公開した
りします。
いずれにしましても、そういう意味では、こ

れらイタリアタイプのものは、街中を巻き込ん
だタイプのアート・イベントになっています。
写真1がヴェネツィアのビエンナーレでし
て、今年は「フリースペース」がテーマなの
ですが、建築のビエンナーレとなっていま
す。ここは、5月から 11 月までと会期が非
常に長いのが特色です。有名どころでは、写
真2がバイロイト音楽祭で、写真3がザルツ
ブルグ音楽祭です。
さて、ここで日本なのですが、先ほども申

し上げましたが、21 世紀に入ってから、こう
したイベントが日本でもかなりいろいろなと
ころで企画されています。今回は高松市長も
おいでになっておられますが、瀬戸内国際芸
術祭は 2010 年からトリエンナーレ形式で3
年に1回開かれています。有名なところで
は、例えば大地の芸術祭、これもトリエン
ナーレ形式で行われていますが、あと中之条
はビエンナーレです。
いずれにしても、どちらかというと大都市
というよりは田舎、地域のまちおこし、地域
おこしを一つの目的とし、アートという一つ
の手段を使いながら、アーチストと地元の人
の交流、あるいは外部のアーチストが長い期
間そこでアーチスト・イン・レジデンスをす
ることで、場合によっては地域のファンに
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写真1 ヴェネツィア・ビエンナーレ

出典：報告者作成

写真2 バイロイト音楽祭

出典：報告者作成

写真3 ザルツブルグ音楽祭

出典：報告者作成
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なって定住されたり移住されたりする人もい
る、というようなことを目指すものであるよ
うです。
あるいは、その地元の廃校の利用であると
か、地域住民がアート・イベントに参加する
というような、先ほどのいわゆるパブリッ
ク・アートの考え方ではないですが、市民が、
いってみればアートの担い手として地域づく
りにも参加するということが一つの特徴に
なっています。
実はこれはもともと、創造都市というコン
セプトに基づいていまして、プロジェクトを
通じた交流人口の拡大や地域づくりを図って
います。横浜市が始めたヨコハマ・トリアン
ナーレなどのアート・イベントは非常に有名
ですが、これらの 21 世紀型の、いわゆるアー
ト・イベント、アート・プロジェクトは、どち
らかというとまちおこし系となっています。
一方で、都市戦略としての文化政策は、日
本はそれほど進んでいないのというのが現状
なのですが、創造都市という考え方が日本に
おいてもかなり取り入れられるようになって
はきています。
一つに、まちづくりと連動した文化政策と
いうのは、相当の戦略性がないと、実は成功
しないと言われています。海外でも、文化を
一つの政策として都市づくり、まちづくり、
ないしブランディングに成功している都市は
やはりそれほど多くないというのが現状で
す。やろうとして失敗したところのほうが、
実は多いのです。
他方で 2000 年代前後、日本では、政策とし
てはいろいろ問題もありましたが、クール・
ジャパンが注目されました。これはもともと
イギリスや韓国が実施していたクール・ブリ
タニカや、クール・コリアという政策のまね
だったのですが、当時指摘されたのは、文化

というものをクリエイティブ・インダスト
リーとかナレッジ・インダストリーとして文
化を振興していこうということでした。いっ
てみればより知識集約型の産業としての可能
性を追求したわけですが、これは創造都市の
考え方とも関係していて、韓国などが熱心な
のと、考えてみると一緒かと思われます。

(4）文化政策の raison d'être とは
さて最後に、文化政策を改めて少し考えて
みようということなのですが、文化政策のそ
もそもミッションとは何か。
またそれとも関係しますが、文化政策は非
常に評価が難しいということで知られていま
す。これはうなずいていらっしゃる方が多い
のでみなさまおわかりかと思います。ところ
で、よく考えてみますと、実は文化政策の評
価が難しいのは質的な評価しかできないから
だというのがよくいわれることです。つま
り、定量的な評価がしにくいので、どうしても
定性的になる。あるいは、定量的な評価を無
理にしようとすると、入場者数ぐらいしか指標
がないというのがよくいわれることなのです。
ところが、よく考えてみますと、それ以前
に、文化政策のミッション、つまり文化政策
の目標とするものは何で、一体何のために、
何をどう実行しているのかということが非常
に曖昧なところに、実は問題点があります。
ですから、最近は文化政策がまちづくり、地
域振興、観光などとの関係性で問われるとい
うのは、実はこれらの分野のほうが定量的な
数値目標をつくりやすいからなのです。観光
客が増えたとか、地域振興で何人定住者が増
えたとか、これらは数で見えやすい。なの
で、無理をして文化政策をこれらに関連付け
るということが、実はございます。
文化政策の本質的なミッションは実は、ク
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それから、ミラノ・トリエンナーレも、い
わゆる「トリエンナーレの外」といわれる、
いろいろなイベントがありまして、例えば建
築家が自分のアトリエを公開したりですと
か、アーチストが自分のアトリエを公開した
りします。
いずれにしましても、そういう意味では、こ

れらイタリアタイプのものは、街中を巻き込ん
だタイプのアート・イベントになっています。
写真1がヴェネツィアのビエンナーレでし

て、今年は「フリースペース」がテーマなの
ですが、建築のビエンナーレとなっていま
す。ここは、5月から 11 月までと会期が非
常に長いのが特色です。有名どころでは、写
真2がバイロイト音楽祭で、写真3がザルツ
ブルグ音楽祭です。
さて、ここで日本なのですが、先ほども申

し上げましたが、21 世紀に入ってから、こう
したイベントが日本でもかなりいろいろなと
ころで企画されています。今回は高松市長も
おいでになっておられますが、瀬戸内国際芸
術祭は 2010 年からトリエンナーレ形式で3
年に1回開かれています。有名なところで
は、例えば大地の芸術祭、これもトリエン
ナーレ形式で行われていますが、あと中之条
はビエンナーレです。
いずれにしても、どちらかというと大都市
というよりは田舎、地域のまちおこし、地域
おこしを一つの目的とし、アートという一つ
の手段を使いながら、アーチストと地元の人
の交流、あるいは外部のアーチストが長い期
間そこでアーチスト・イン・レジデンスをす
ることで、場合によっては地域のファンに
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写真1 ヴェネツィア・ビエンナーレ

出典：報告者作成

写真2 バイロイト音楽祭

出典：報告者作成

写真3 ザルツブルグ音楽祭

出典：報告者作成
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オリティ・オブ・ライフ、生活の質の向上と
いうことなのです。そうしますと、スポーツ
政策などとも非常に類似性があります。これ
は私が研究しているテーマなのですが、ス
ポーツも実は、それをして楽しいということ
もありますし、運動することによってより健
康になるですとか、いろいろと効果はあるの
ですが、例えば自治体がスポーツ政策を推進
したときの最終的な目標は何かというと、な
かなかこれもまた定数では示しにくいものな
のです。
一方で、文化政策を推進していくときに、
非常に大きな問題があります。それは、アー
トや文化そのものが最近、大きく変貌してい
るということです。例えば、従来型の分類に
当てはまらないアートの領域が増加していま
す。実は、アート・マネジメントに関しては、
先ほどすこし触れましたが、ビジュアルアー
トかパフォーミングアートかに分けるのです
が、あるいはその両者の性格を具備している
こともあります。
例えば、今回の自治体へのアンケートの中
でも明らかになったのですが、劇場・音楽堂
という従来型の分け方も、既にあまり有効で
はなくなっています。劇場であり、かつ音楽
堂であるところもありますし、音楽堂であ
り、かつ劇場であるところもあるからです。
それから実際、パフォーミングアートと
いっても、演劇、コンサート、パフォーマン
ス、ダンス、バレーというのが伝統的な分類
なのですが、それ以外や、そのどれにも入ら
ないものも、もちろんたくさんあります。美
術館の展示でも、伝統的には絵画、彫刻なの
ですが、今は写真、ビデオ映像、動画とか、
インスタレーション、それから鑑賞者が中に
入っていくことで何かが生まれるものですと
か、その関係性を追求するものが増えてくる

と、もともとのアートというものにはまらな
いものがたくさん出てきます。そうします
と、実は館の運営とか施設の運営に関して
も、従来型の運営方法で本当にいいのかとい
う問題がたくさん出てきているというのが現
状です。
そうすると、例えば、施設ごとに政策を実
施していくことがいいのか、それともコンテ
ンツとか、パフォーマンスなどのソフトに
よって分類をしたほうがいいのかなどを、恐
らくは本格的に考える時期に来ているという
のが現状です。
その中で公的セクター、公的部門が担当す
る分野といいますとどうなるのでしょうか。
恐らく、指定管理者制度などがもっと進んで
きますと、行政機関がみずからこういった施
設の運営をするというのは、次第にナンセン
スになってきて、そうするとソフト事業が、
特に助成金の運営ですとか、何かの支援をす
るなど、そういったものが恐らく行政の役割
としては中心になるのかなと思います。
そうすると、サービスの公民連携というの
も、実は文化政策ゆえのことなのではなく、
今回は文化行政としてその方法論をいかに洗
練させていくかという問題になるのだと考え
ております。

(5）文化政策の課題と解決のヒント
さて最後に、私なりに一応、今回の文化政
策の課題と解決のヒントをまとめてみます。
一つは、他の政策領域から学ぶということ
です。文化政策そのものが政策分野として意
外と新しく、あるいは非常に大きく変化して
いる分野ですので、文化政策そのものを煮た
り焼いたりしても、あまり何も出てきませ
ん。その中で、一つは、別の分野として先ほ
ど申し上げましたが、スポーツ政策などの分

都市とガバナンス Vol.31

都市政策をめぐる研究交流の最前線

30

Copyright 2019 The Authors. Copyright 2019 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



19-01-365　023 1-3 第3回都市政策フォーラム講演録.mcd  Page 9 19/04/15 20:51  v5.51

野からも学ぶことができそうだということ
と、アート・マネジメント、経営的なアート・
マネジメントからも学ぶことができるのでは
ないかと思っています。
ちなみに、財政が苦しくなってくると削ら
れるものの第一、第二が、スポーツ政策と文
化政策ですので、そういう意味でも両者は一
種のお友達関係にあるといえます。
先ほど評価の問題は既に申し上げましたの
で、この点だけ付け加えて申し上げておきま
すと、評価の形式化ですとか、評価疲れがあ
るのでしたら、もう思い切ってやめたほうが
いいということです。評価システムの整理や
簡潔化をする必要があります。
一方で、施設の評価は多くの自治体が非常
に熱心にやられているんですが、その助成や
支援制度の成果測定は、意外とちゃんとやっ
ていないところが多いのです。むしろこちら
のほうが、今後は重要になるのではないかと
考えております。これは昨今、例えばスポー
ツの世界では、助成金の評価が問題になって
いますので、このあたりは大事かと思います。
また、やはり、アウトカムが出ない、ある
いは出にくいのではなくて、政策のミッショ
ンが非常に複雑なので目的が明確化されな
い、したがって数値化が出来ないというよう
に、少し開き直るほうがいいのではないかと
思っています。
その中で、地方自治体など行政機関がやっ
ていくべきことは、恐らくその専門性を高め
ることや人材育成、人材開発なのだろうと考
えています。ただしここについては、文化政
策には実は非常に高度な人材が必要だと言わ
れています。一般的に文化政策には、スタッ
フの高い専門性と、かつ専門家の役割が重要
で、そうなってきますと、行政機関だけでは
補えないところは、積極的に外から人を補っ

ていくということが、場合によっては必要な
分野ということが、アート・マネジメントか
らは言えるかと思います。
そして、そのアート・マネジメントに具体
的に何を学ぶかということなのですが、一つ
はその人材育成、人材開発です。例えばアー
トの制作は行政機関が自身でしなくてもいい
のですが、流通、つまりアーチストがアート
を発表する場を提供するですとか、人々が
アートを消費する、つまりは例えばパフォーミ
ングアートを鑑賞する場所を提供したりして
いくということが行政には求められています。
また、マネジメントに要請される、いわゆ
る5機能（計画、組織化、人材の確保、指導、
統制）以外には、このようなマネジメントの
ファシリテートが必要になると通常いわれま
す。こうしたことは恐らく、実は一般的には
人材が不足している分野ですので、それを提
供するということが考えられます。
一方で、このアートという世界は今、非常
に大きく変わってきています。「アート」と
あえて言ったのは、「文化」となると実はもっ
と複雑ですので、あえて「アート」という言
葉にしました。
つまり、一つには、アートとは今までは、
人間が創る創造物で、その人の考えや、思想
や、思いを形にしたものであるといわれてい
ます。これは、例えば知財などの定義もそう
なっているわけですが、現実的には AIが絵
を描いたり、作曲をしたり、作詞をしたり、
文学賞をとるような文学作品をつくる時代
に、もはや私たちは入っています。
そうなると、このような時代の文化政策と
は、そもそもどこまで何をするのかというこ
とが、非常にわかりにくくなってきていま
す。逆を言えば、このような新しいテクノロ
ジーの分野があるということを、少なくとも
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オリティ・オブ・ライフ、生活の質の向上と
いうことなのです。そうしますと、スポーツ
政策などとも非常に類似性があります。これ
は私が研究しているテーマなのですが、ス
ポーツも実は、それをして楽しいということ
もありますし、運動することによってより健
康になるですとか、いろいろと効果はあるの
ですが、例えば自治体がスポーツ政策を推進
したときの最終的な目標は何かというと、な
かなかこれもまた定数では示しにくいものな
のです。
一方で、文化政策を推進していくときに、
非常に大きな問題があります。それは、アー
トや文化そのものが最近、大きく変貌してい
るということです。例えば、従来型の分類に
当てはまらないアートの領域が増加していま
す。実は、アート・マネジメントに関しては、
先ほどすこし触れましたが、ビジュアルアー
トかパフォーミングアートかに分けるのです
が、あるいはその両者の性格を具備している
こともあります。
例えば、今回の自治体へのアンケートの中
でも明らかになったのですが、劇場・音楽堂
という従来型の分け方も、既にあまり有効で
はなくなっています。劇場であり、かつ音楽
堂であるところもありますし、音楽堂であ
り、かつ劇場であるところもあるからです。
それから実際、パフォーミングアートと
いっても、演劇、コンサート、パフォーマン
ス、ダンス、バレーというのが伝統的な分類
なのですが、それ以外や、そのどれにも入ら
ないものも、もちろんたくさんあります。美
術館の展示でも、伝統的には絵画、彫刻なの
ですが、今は写真、ビデオ映像、動画とか、
インスタレーション、それから鑑賞者が中に
入っていくことで何かが生まれるものですと
か、その関係性を追求するものが増えてくる

と、もともとのアートというものにはまらな
いものがたくさん出てきます。そうします
と、実は館の運営とか施設の運営に関して
も、従来型の運営方法で本当にいいのかとい
う問題がたくさん出てきているというのが現
状です。
そうすると、例えば、施設ごとに政策を実
施していくことがいいのか、それともコンテ
ンツとか、パフォーマンスなどのソフトに
よって分類をしたほうがいいのかなどを、恐
らくは本格的に考える時期に来ているという
のが現状です。
その中で公的セクター、公的部門が担当す
る分野といいますとどうなるのでしょうか。
恐らく、指定管理者制度などがもっと進んで
きますと、行政機関がみずからこういった施
設の運営をするというのは、次第にナンセン
スになってきて、そうするとソフト事業が、
特に助成金の運営ですとか、何かの支援をす
るなど、そういったものが恐らく行政の役割
としては中心になるのかなと思います。
そうすると、サービスの公民連携というの
も、実は文化政策ゆえのことなのではなく、
今回は文化行政としてその方法論をいかに洗
練させていくかという問題になるのだと考え
ております。

(5）文化政策の課題と解決のヒント
さて最後に、私なりに一応、今回の文化政
策の課題と解決のヒントをまとめてみます。
一つは、他の政策領域から学ぶということ
です。文化政策そのものが政策分野として意
外と新しく、あるいは非常に大きく変化して
いる分野ですので、文化政策そのものを煮た
り焼いたりしても、あまり何も出てきませ
ん。その中で、一つは、別の分野として先ほ
ど申し上げましたが、スポーツ政策などの分
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少しは頭の片隅に入れながら扱っていく必要
もあると思います。
もう一つは、よく AIが人間の労働を奪う
と言われていますが、実は AIが単純労働を
してくれるので、私たち人間には暇がいっぱ
いできる。そうすると、誰でもがアートの創
造者になったり、消費者になることができる
時代になるわけです。
そうなってきますとやはり、地元のいろい
ろな文化活動の支援など、実はその自治体に
求められている役割はかなり大きく変わって
くるのだろうと思います。つまり、アートや
文化の本質がこれだけ大きく変貌しています
ので、そうなると、当然それを扱う文化政策
や文化行政も変わらなければなりません。
そういう意味で、美術館で鑑賞するという
世界から、日常的に自分が参加をするような
アートのあり方、つまりアート・イベントや
アート・フェスティバルで行われるようなこ
とが、日常的に行われるようになるでしょう
し、場合によっては、フランスなどでいわれ
ていた「文化の民主化」という動きが本格化
するでしょう。例えば、ユーチューバーには
誰でもなれる可能性はあるわけで、それが
ヒットするかどうかは別として、そういう意
味では民主化はかなり進んでいます。
同時に、行政の世界でもいわれてきた市民
との協働、ともに考えてともにつくり出す、
行政と市民が実際のサービスの生産過程を一
緒につくっていくということは、恐らくアー
トの分野でも進んできますので、これはもし
かすると行政機関が慣れていることなのかも
しれません。
それから例えば、エビデンスに基づいた政
策形成ということが最近、日本でも非常に流
行って、特に用語として流行っていますが、ま
だ実態としてそれほどでもありません。とす

ると、こういったものも、実はもしかすると文
化の中でも求められるのかもしれません。
また、文化という分野は、先ほど申し上げ
たスポーツと同様に大事だということは誰で
もがわかっているのですが、市民に文化を強
制することはできませんし、何かを命令する
こともできませんし、あるいは制限すること
もできません。つまり、行政が今まで得意と
してきた、規制をするとか促進をするという
ことが非常にやりにくい分野でもあります。
昨年のノーベル経済学賞で非常に有名に
なった行動経済学という分野がありますが、
実は、それにならった行動行政学というもの
が最近研究されています。つまり、規制でも
なく、促進でもなく、インセンティブでもな
いような分野で、どのようにして人を動かせ
るのか。そういうところでは、いわゆるナッジ
といわれる、人々に特定の方向に向いてもら
えるようにするという方法なのですが、もしか
すると文化政策もこういうことを勉強しなけれ
ばならない時期に来ているのかもしれません。

2 講演②
「『都市自治体の文化芸術ガバナンス』－文
化政策分野の拡大と官民連携を考える－」
公立大学法人 静岡文化芸術大学文化政策学
部教授 松本 茂章
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自分の専門は自治体文化政策、あるいは文
化施設の研究です。近年は、文化施設が立地
する地域社会がどうあるべきか、文化を活か
したまちづくり、にも関心を持っています。
これまでは文化政策分野における、官と民の
接点についての研究に励んできました。学会
活動としては、日本アートマネジメント学会
会長、日本文化政策学会理事を拝命しており
ます。
ジャーナリズムの出身なので、現代日本
で、今、どんなことが取り組まれているのか、
という視点から、本日は事例紹介をさせてい
ただきます。事例の話に入る前に、文化政策
が置かれている今日的な状況をお話ししてお
きたいと思います。
20 世紀後半が公立文化施設を建設する「ハ
コモノ行政」の時代であったのに対して、21
世紀初頭には文化関連の法整備が進んでいる
ところです。2001 年に文化芸術振興法が制
定され、2003 年の地方自治法改正に伴い、指
定管理者制度の導入が決まりました。2012
年には劇場法が制定されました。正式に申し
上げると、「劇場、音楽堂等の活性化に関する
法律」というもので、初めてホール系の文化
施設にも法的根拠が与えられた次第です。そ
して 2017 年には、文化芸術振興基本法を改
正して文化芸術基本法が制定されました。
文化芸術基本法には、幾つか、特筆すべき
点があります。たとえば第二条で文化政策の
対象を広げました。これからの文化政策に
は、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教
育、産業などの各関連分野における施策との
有機的な連携が図られるように配慮されなけ
ればならない、ことになりました。
文化芸術振興会議の設置も求められまし
た。文部科学省や文化庁にとどまらず、内閣
府、総務省、外務省、厚生労働省、経済産業

省、国土交通省、環境省、農水省などの関係
者が参加することになりました。同法では、
「食文化」の振興も文化政策の対象に含めて
います。このため農水省が同会議に参加して
います。日本料理がユネスコの世界文化遺産
に認定されたという背景もあり、観光や産業
の振興を強く意識しているのだろうと思われ
ます。
これからの文化政策は、省庁横断的に取り
組むことになりました。まさに文化政策は総
合政策なのです。

(1）地域ガバナンスという概念
講演の題目は「文化芸術ガバナンス」とし
ました。理由があります。今回、会場で置か
せていただいている書籍（日本都市センター
編（2018）『都市自治体の文化芸術ガバナンス
と公民連携』）の題目に「文化芸術ガバナン
ス」を掲げたからです。日本都市センターに
文化政策の研究会が立ち上がって以降、「ガ
バナンス」のありようが論議されました。英
語の「ガバナンス」とは「統治」「舵取り」と
いう意味ですが、日本語で「ガバナンス」と
言う場合は少しニュアンスが異なってきま
す。
恩師である同志社大学の新川達郎による
と、地域ガバナンスとは、住民、NPO、事業
者、専門家、自治体職員、地方政治家などが
ネットワークを形成して、ともに協力して地
域を治める新しい秩序のことを意味します。
現在、地域では行政主導のガバメントから転
じて、地域ガバナンスの展開が試みられてい
ます。分かりやすく例えると「幕末」のよう
な時代の変革期に当たります。
日本では公務員が急激に減っています。こ
の問題を語るだけでも1冊の書籍になろうか
と思いますが、いくつかの背景があります。
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少しは頭の片隅に入れながら扱っていく必要
もあると思います。
もう一つは、よく AIが人間の労働を奪う
と言われていますが、実は AIが単純労働を
してくれるので、私たち人間には暇がいっぱ
いできる。そうすると、誰でもがアートの創
造者になったり、消費者になることができる
時代になるわけです。
そうなってきますとやはり、地元のいろい
ろな文化活動の支援など、実はその自治体に
求められている役割はかなり大きく変わって
くるのだろうと思います。つまり、アートや
文化の本質がこれだけ大きく変貌しています
ので、そうなると、当然それを扱う文化政策
や文化行政も変わらなければなりません。
そういう意味で、美術館で鑑賞するという
世界から、日常的に自分が参加をするような
アートのあり方、つまりアート・イベントや
アート・フェスティバルで行われるようなこ
とが、日常的に行われるようになるでしょう
し、場合によっては、フランスなどでいわれ
ていた「文化の民主化」という動きが本格化
するでしょう。例えば、ユーチューバーには
誰でもなれる可能性はあるわけで、それが
ヒットするかどうかは別として、そういう意
味では民主化はかなり進んでいます。
同時に、行政の世界でもいわれてきた市民
との協働、ともに考えてともにつくり出す、
行政と市民が実際のサービスの生産過程を一
緒につくっていくということは、恐らくアー
トの分野でも進んできますので、これはもし
かすると行政機関が慣れていることなのかも
しれません。
それから例えば、エビデンスに基づいた政
策形成ということが最近、日本でも非常に流
行って、特に用語として流行っていますが、ま
だ実態としてそれほどでもありません。とす

ると、こういったものも、実はもしかすると文
化の中でも求められるのかもしれません。
また、文化という分野は、先ほど申し上げ
たスポーツと同様に大事だということは誰で
もがわかっているのですが、市民に文化を強
制することはできませんし、何かを命令する
こともできませんし、あるいは制限すること
もできません。つまり、行政が今まで得意と
してきた、規制をするとか促進をするという
ことが非常にやりにくい分野でもあります。
昨年のノーベル経済学賞で非常に有名に
なった行動経済学という分野がありますが、
実は、それにならった行動行政学というもの
が最近研究されています。つまり、規制でも
なく、促進でもなく、インセンティブでもな
いような分野で、どのようにして人を動かせ
るのか。そういうところでは、いわゆるナッジ
といわれる、人々に特定の方向に向いてもら
えるようにするという方法なのですが、もしか
すると文化政策もこういうことを勉強しなけれ
ばならない時期に来ているのかもしれません。

2 講演②
「『都市自治体の文化芸術ガバナンス』－文
化政策分野の拡大と官民連携を考える－」
公立大学法人 静岡文化芸術大学文化政策学
部教授 松本 茂章
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たとえば自治体財政事情の厳しさから人員削
減が叫ばれていたり、公務員でない民間の
方々が公務に関係する業務を担当し始めてい
たりする。文化政策の分野でも、自治体の公
立文化施設に指定管理者制度が導入され、民
間企業が管理と運営を引き受けることができ
るようになりました。
こういう時代のなかで、文化政策はいかな
る根拠を持つのか。文化や芸術は心の潤いに
は欠かせない、生活の質の向上には必要だ、
と言っても、財政事情が厳しい自治体からす
れば、住民ご自身の負担でどうぞ……という
流れになってきます。20 世紀的な文化政策
の必要性にとどまらず、21 世紀に入っても文
化政策が欠かせないのだという新たな根拠を
求めなくてはなりません。基本的人権として
の文化権がその1つに当たるでしょう。ある
いは地域の文化政策を通じて地域ガバナンス
が実現する、もしくは地域ガバナンスを実現
するために文化政策が絶好のトレーニングに
なる……ということも考えらえれます。
それでは事例紹介に入りましょう。大阪で
開催するフォーラムなので、聴衆のみなさま
は西日本の実情にはお詳しいと思われるの
で、東の事例を主に取り上げて参ります。

(2）札幌市の地下歩行空間「チ・カ・ホ」
最初に取り上げるのは北海道札幌市の「札
幌駅前地下歩行空間」です。愛称「チ・カ・
ホ」は 2011 年3月 11 日に完成しました。東
日本大震災発生の日でしたので、聞くところ
によると、テープカットもなかったそうです
が、実に興味深い空間となっています。（写
真4）。
JR札幌駅の地下にある地下鉄南北線さっ
ぽろ駅から1つ南側の大通駅までの南北 520
メートル、幅は 20 メートルの大きな地下空

間です。
札幌の冬は寒い。多くの方は暖房のきいた
地下空間を歩こうとします。僕自身、2016 年
12 月に札幌を訪れた際、猛烈な吹雪を体験し
ました。本州で履いていた靴では滑ってしま
い、歩けない。何回も転倒して、遭難するか
もと思ったほどで、地下空間に逃げ込んだ記
憶があります。
「チ・カ・ホ」が完成するまではどうなって
いたのか？ 有名な雪まつりの会場となる大
通駅から1つ南のすすき駅までの間は商業施
設が集積したところなので、地下の通路があ
りました。1972 年の札幌冬季オリンピック
に合わせて地下通路が建設されたのでした。
しかし、大通駅からその1つ北側のさっぽろ
駅の間は、官庁街、民間オフィス街です。費
用をつぎ込んでつくる機運には至らず、地下
通路がなかった。このため、JR札幌駅－す
すきの駅の間は、地下通路でつながっていな
かったのでした。
国鉄民営化を経て、JR札幌駅の周辺には

高島屋などの商業施設が集積し、にぎわうよ
うになります。一方で、大通、すすきの、ま
では地下通路がつながっていないので、人々
は南に歩いて行かなくなったとのことで、札
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幌駅－すすきの、という2大商圏を地下でつ
なぐ必要が生じた訳でした。
「チ・カ・ホ」は、札幌市が 225 億円で建設
しました。面白いと感じたのは、「地下通路」
ではなく「地下歩行空間」と名付けている点
です。先ほど紹介したように、幅は 20 メー
トルあります。真ん中の幅 12 メートル分は
「道路」として行政が掘りました。道路の地
下の通路でも「道路」なので、道交法が適用
され、イベント開催には厳しい制約が課せら
れます。露店が出たり、音楽のライブをした
りするにも制限が生じます。
一方で、地下歩行者空間の両側の4メート
ル部分、つまりは4メートルと4メートル、
合わせて8メートル部分は「広場」として都
市計画の決定をしています。広場部分に指定
管理者制度が導入され、広場を活用して多彩
な催しができるようになりました。指定管理
者には、札幌駅前通まちづくり株式会社が選
定されました。
「チ・カ・ホ」は通行量が多い。平日は5万
5,000 人、休日は4万 4,000 人の人が通りま
す。開業時に比べて、平日は 2.7 倍、休日は
2.1 倍ほど、人が増えてきました。
指定管理者の札幌駅前通まちづくり株式会
社はエリアマネジメント会社です。官民が出
資しており、株主は地元の振興会、企業、札
幌市、商工会議所などです。市が出資してい
るのは全体の3％程度。
ところで、文化施設が機能しているかどう
かを調べる分析の枠組みについては、自分自
身の論として、「人材」「資金」「場の管理」の
3点からみていくといいと考えております。
「チ・カ・ホ」についても、この3つの視点か
ら分析していきます。
まずは「資金」からみてまいります。2015
年度の場合、同社の収入は2億 4,000 万円ほ

ど。壁面の広告収入に加えて、広場の使用料
収入があります。両方合わせると、収入全体
の 89.2％に当たります。市からの指定管理
者料は多くない。支出をみると、正規職員 10
人を雇う人件費のほか、まちづくり事業に収
入の 25％に当たる 6,300 万円を使っていま
す。株主には配当していないそうです。
写真5が壁面の大広告です。
広告が人気で、予約待ちだとのこと。理由
は、幅 20 メートルなので、反対側を通る人か
らも広告がよく見えるそうです。道幅がもっ
と広い道路ならば反対側の通行者からは見え
ない。ちょうどいい距離なので、両方の壁面
が見通せます。広告の中身は、新商品、映画
の新作、携帯電話、などです。
次に「人材」について。札幌駅前通まちづ
くり株式会社の代表取締役社長である白鳥健
志さんは、かつて札幌市職員で、市建築部長
も務められた方。在職中から小劇場を運営す
るアート NPO の理事に就任するなど、ユ
ニークな人物です。お話を聞くと、行政がま
ちを壊してきた反省もあるとおっしゃった言
葉が印象的でした。同社の場合、市出資は3
％ですから、天下り人事ではありません。白
鳥さんの力量や人物が評価され、請われて社
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写真5 壁面の大型広告

出典：報告者撮影
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たとえば自治体財政事情の厳しさから人員削
減が叫ばれていたり、公務員でない民間の
方々が公務に関係する業務を担当し始めてい
たりする。文化政策の分野でも、自治体の公
立文化施設に指定管理者制度が導入され、民
間企業が管理と運営を引き受けることができ
るようになりました。
こういう時代のなかで、文化政策はいかな
る根拠を持つのか。文化や芸術は心の潤いに
は欠かせない、生活の質の向上には必要だ、
と言っても、財政事情が厳しい自治体からす
れば、住民ご自身の負担でどうぞ……という
流れになってきます。20 世紀的な文化政策
の必要性にとどまらず、21 世紀に入っても文
化政策が欠かせないのだという新たな根拠を
求めなくてはなりません。基本的人権として
の文化権がその1つに当たるでしょう。ある
いは地域の文化政策を通じて地域ガバナンス
が実現する、もしくは地域ガバナンスを実現
するために文化政策が絶好のトレーニングに
なる……ということも考えらえれます。
それでは事例紹介に入りましょう。大阪で
開催するフォーラムなので、聴衆のみなさま
は西日本の実情にはお詳しいと思われるの
で、東の事例を主に取り上げて参ります。

(2）札幌市の地下歩行空間「チ・カ・ホ」
最初に取り上げるのは北海道札幌市の「札
幌駅前地下歩行空間」です。愛称「チ・カ・
ホ」は 2011 年3月 11 日に完成しました。東
日本大震災発生の日でしたので、聞くところ
によると、テープカットもなかったそうです
が、実に興味深い空間となっています。（写
真4）。
JR札幌駅の地下にある地下鉄南北線さっ
ぽろ駅から1つ南側の大通駅までの南北 520
メートル、幅は 20 メートルの大きな地下空

間です。
札幌の冬は寒い。多くの方は暖房のきいた
地下空間を歩こうとします。僕自身、2016 年
12 月に札幌を訪れた際、猛烈な吹雪を体験し
ました。本州で履いていた靴では滑ってしま
い、歩けない。何回も転倒して、遭難するか
もと思ったほどで、地下空間に逃げ込んだ記
憶があります。
「チ・カ・ホ」が完成するまではどうなって
いたのか？ 有名な雪まつりの会場となる大
通駅から1つ南のすすき駅までの間は商業施
設が集積したところなので、地下の通路があ
りました。1972 年の札幌冬季オリンピック
に合わせて地下通路が建設されたのでした。
しかし、大通駅からその1つ北側のさっぽろ
駅の間は、官庁街、民間オフィス街です。費
用をつぎ込んでつくる機運には至らず、地下
通路がなかった。このため、JR札幌駅－す
すきの駅の間は、地下通路でつながっていな
かったのでした。
国鉄民営化を経て、JR札幌駅の周辺には
高島屋などの商業施設が集積し、にぎわうよ
うになります。一方で、大通、すすきの、ま
では地下通路がつながっていないので、人々
は南に歩いて行かなくなったとのことで、札
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写真4 事例①／札幌の地下歩行空間

出典：報告者撮影
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長に就任されました。さらに同社では、現代
美術のアーチストを雇用している点が面白
い。まちづくり会社が芸術家を雇用している
事例はとても珍しいと思われます。
最後に「場の管理」について。指定管理者
である同社は、広場を有料で貸すほか、札幌
市からの委託事業として「札幌アートステー
ジ」を行っています（写真6）。毎年 11 月か
ら 12 月までの1カ月間、通路両脇のスペー
スを利用して展開する文化事業で、プロの美
術家による現代美術作品の展示、あるいは高
校生が制作した絵画の展示などが行われてい
ます。2015 年度の場合、来場者は 82 万人と
聞きました。先に申し上げたように、多くの
通行者が行き交うところなので、多数の方に
作品を見てもらうことができます。美術館で
展覧会を開くと、限られた層しか来ない傾向
があるものの、ふだん、美術館を訪れない
方々にも、ここなら現代美術を見てもらえる
利点がある。文化政策とまちのにぎわいづく
りが交差します。
同社は自主事業も行っており、パブリッ
ク・アート展を開催したりもする。貸し会場
として使われていないときには、空いた空間
を活用して、パフォーマーに無償で貸して、
賑わい創出する役割も果たしています。希望
するパフォーマーに対して、年2回、オー
ディションを行うとのことでした。このよう
に展示会などの文化事業を自主事業として取
り組むので、専門的人材としてアーチストを
雇っている次第です。
写真でご紹介しましょう（写真6）。数万
人が行きかう都心の地下歩行空間に、洗濯物
を干して展じています（苦笑）。面白いと思
いませんか？ 美術とまちづくりを考えるう
えでも実に興味深い。
「チ・カ・ホ」には、高校生が勉強したりす

るようなスペースもあります（写真7）。厳
寒期ですと、地上は氷点下 10 度ですので、み
なさん、暖かい地下歩行空間にやって来ま
す。
「チ・カ・ホ」から浮かび上がったことを整
理しましょう。1つには、文化ホールや美術
館から都心に飛び出してアート展開をする面
白さです。文化芸術が、まちづくりに貢献し
ている様を見ることができました。2つに
は、広告収入等で稼いで財務的に自立してい
ることです。3つには、文化事業を行うため
に、文化の専門的人材を正規雇用しているこ
とです。
貸し会場としての人気から、貸しスペース
に限りがあります。そこで近年は、地上にも
活路を求めるようになりました。たとえば地
上にある北海道庁のそばの北3条広場の指定
管理者にも選定され、毎年8月には盆踊り大
会を開催しています。2017 年の札幌国際芸
術祭に会場を提供しました。まちづくり会社
の異色の事例を札幌からお伝えしました。

(3）たちかわ創造舎
事例の2つ目は、2015 年9月に開館した東
京都立川市の「たちかわ創造舎」です（写真
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写真6 さっぽろアートステージ①

出典：報告者撮影
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8）。かつての多摩川小学校で、少子化のた
めに閉校されたあと、校舎を活用した事例で
す。多摩川の河川敷の横に位置しており、団
地が校区内にある市立の小学校でした。
運営しているのは NPO法人アートネット
ワーク・ジャパン(ANJ)です。東京では有名
なアート NPOでして、以前は、東京都豊島
区にある旧朝日中学校の校舎を借りて、「に
しすがも創造舎」という演劇の稽古場を運営
していました。建て替え工事のために閉鎖さ
れることになった際、偶然、立川市が旧多摩
川小学校の活用団体を公募したので、応募し
て選定されました。
少子化に伴い閉校された学校校舎を、アー
ト振興に活用した事例は、京都市の都心にあ
る京都芸術センターが最初です。元の明倫小
学校を改装して、京都市が 2000 年に開館し
ました。同センターの詳しい経緯や運営実態
は、拙著『芸術創造拠点と自治体文化政策
－京都芸術センターの試み－』（水曜社、2006
年）をご覧ください。
「たちかわ創造舎」の狙いは4つあります。
1つには演劇の稽古場や劇団のシェアオフィ
スに用いる。2つにはフィルムコミッション
事業に取り組む。何の変哲もない教室です

が、教室を映画やテレビドラマの撮影に使わ
れています。3つにはサイクルステーション
を開設する。4つには地域の人々の交流の場
づくり、です。
先ほど述べた3つの視点から分析していき
ましょう。
まずは財務に関して。2016 年度の撮影収

入が 3,000 万円程度で、収入全体の 70％を占
めます。大規模な撮影隊が来ると1日 30 万
円ほど落としてくれるそうです。立川市から
支援額は年間 600 万円にとどまります。
撮影に使う際の使用料金は非常に細かく設
定されていました。4階の教室は「抜け」が
よくて、遠くが見えて、富士山も見えますが、
4階の教室は1時間3万円、1日利用なら 10
万円。体育館は1時間3万円、校庭や屋上は
1時間2万円、などと料金設定されていま
す。
場の管理は、同 NPO法人に委ねられてい
ます。写真9をご覧ください。校庭側から撮
影した写真です。
元校舎の改修工事に、市は3億 1,180 万円
を投入しました。とても面白いと感じたの
は、開館の相当以前に同 NPO法人を選定し、
同 NPO法人と相談しながら改修工事をして
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写真7 くつろぎの場も設けて

出典：報告者撮影

写真8 事例②／たちかわ創造舎（多摩川小）

出典：報告者撮影
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長に就任されました。さらに同社では、現代
美術のアーチストを雇用している点が面白
い。まちづくり会社が芸術家を雇用している
事例はとても珍しいと思われます。
最後に「場の管理」について。指定管理者
である同社は、広場を有料で貸すほか、札幌
市からの委託事業として「札幌アートステー
ジ」を行っています（写真6）。毎年 11 月か
ら 12 月までの1カ月間、通路両脇のスペー
スを利用して展開する文化事業で、プロの美
術家による現代美術作品の展示、あるいは高
校生が制作した絵画の展示などが行われてい
ます。2015 年度の場合、来場者は 82 万人と
聞きました。先に申し上げたように、多くの
通行者が行き交うところなので、多数の方に
作品を見てもらうことができます。美術館で
展覧会を開くと、限られた層しか来ない傾向
があるものの、ふだん、美術館を訪れない
方々にも、ここなら現代美術を見てもらえる
利点がある。文化政策とまちのにぎわいづく
りが交差します。
同社は自主事業も行っており、パブリッ
ク・アート展を開催したりもする。貸し会場
として使われていないときには、空いた空間
を活用して、パフォーマーに無償で貸して、
賑わい創出する役割も果たしています。希望
するパフォーマーに対して、年2回、オー
ディションを行うとのことでした。このよう
に展示会などの文化事業を自主事業として取
り組むので、専門的人材としてアーチストを
雇っている次第です。
写真でご紹介しましょう（写真6）。数万
人が行きかう都心の地下歩行空間に、洗濯物
を干して展じています（苦笑）。面白いと思
いませんか？ 美術とまちづくりを考えるう
えでも実に興味深い。
「チ・カ・ホ」には、高校生が勉強したりす

るようなスペースもあります（写真7）。厳
寒期ですと、地上は氷点下 10 度ですので、み
なさん、暖かい地下歩行空間にやって来ま
す。
「チ・カ・ホ」から浮かび上がったことを整
理しましょう。1つには、文化ホールや美術
館から都心に飛び出してアート展開をする面
白さです。文化芸術が、まちづくりに貢献し
ている様を見ることができました。2つに
は、広告収入等で稼いで財務的に自立してい
ることです。3つには、文化事業を行うため
に、文化の専門的人材を正規雇用しているこ
とです。
貸し会場としての人気から、貸しスペース
に限りがあります。そこで近年は、地上にも
活路を求めるようになりました。たとえば地
上にある北海道庁のそばの北3条広場の指定
管理者にも選定され、毎年8月には盆踊り大
会を開催しています。2017 年の札幌国際芸
術祭に会場を提供しました。まちづくり会社
の異色の事例を札幌からお伝えしました。

(3）たちかわ創造舎
事例の2つ目は、2015 年9月に開館した東
京都立川市の「たちかわ創造舎」です（写真
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写真6 さっぽろアートステージ①

出典：報告者撮影
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いったという経緯がありました。
たとえば学校を舞台にした映画やテレビド
ラマならば、グラウンドがよく登場します。
学校の撮影には欠かせない場面です。この写
真をみると、耐震設計工事のための補強材は
写っていません。なぜなら、グラウンドの反
対側の壁に取り付けたからです。NPO法人
の職員に聞くと、耐震工事の補強材を用いる
ようになったのは 1995 年の阪神淡路大震災、
あるいは 2011 年の東日本大震災以降だそう
です。すなわち、それ以前の映画やドラマの
撮影に、補強材を取り付けた校舎が写ってい
れば、時代考証に合わなくなってしまうので
す。使う側が要望して行政が工事を行ったこ
とが分かりました。この逸話を聞いて、なる
ほど、いい話だな、、と思いました。そこまで
撮影側に気を使っているのですから、撮影現
場に重宝されるはずです。
「たちかわ創造舎」では、校長室、職員室、
音楽室、屋上……などをそのままにしてあり
ました。学校のロケというのは、セットだと
うまく表現できないそうです。偽物だと分
かってしまう。セットでは古びた学校の空気
を再現しにくいのだと聞きました。
撮影の使用料で稼げる理由は、日本の場

合、学校を舞台としたドラマが多いからだそ
うです。校内でけんかをしたり、屋上から飛
びおりるなどの騒ぎがあったり……。実際の
学校現場では、協力しにくい面がある。撮影
の許可が下りない。ところが「たちかわ創造
舎」は撮影で使いやすいように配慮されてい
ます。
賑わいづくりにも貢献しています。訪れた
とき、自転車愛好家の人たちがたくさん訪れ
て休憩していました。そばを流れる多摩川の
土手などを走っていて、トイレに立ち寄った
り、コーヒーを飲んだりするのです。「たち
かわ創造舎」の中には、サイクルショップも
営業していて、自転車愛好家が集います。さ
らに汗を流せるシャワー室も設けられ、1回
100 円で使えます。シャワー室は当初、設け
られていませんでしたが、汗を流したいとい
う要望を受けて、のちに設置されました。
人材面に触れましょう。「たちかわ創造舎」

のフィルムコミッション事業のヒントは、以
前に活動していた「にしすがも創造舎」(豊島
区)にありました。豊島区立の旧中学校校舎
を使って演劇の稽古場に利用することが狙い
でした。ところが、案外、「撮影に使わせてほ
しい」という申し込みがたくさんあったそう
です。しかし稽古場利用がメインだけに、そ
れほどロケ現場としては貸せなかった。けれ
ども需要があることは分かっていました。そ
こで、立川市が閉校小学校校舎の活用を公募
した際、撮影現場として使える案をまとめて
応募したのでした。すなわち、「にしすがも
創造舎」で経験を積んだ、専門的な人材が常
駐しているのです。撮影や演劇に詳しい人材
を備えている点を忘れてはなりません。
自分自身は、京都芸術センターの研究から
学問の世界に入ったので、同センターのよう
な芸術の孵化器（インキュベーター）にとて
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写真9 たちかわ創造舎の校舎と校庭

出典：報告者撮影
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も関心があります。しかし 2000 年の京都芸
術センターの開館から 15 年を経て、2015 年
に「にしすがも創造舎」のような新しいタイ
プの閉校校舎利用事例が誕生して、実に興味
深いと感じています。

(4）ソシオ成岩スポーツクラブ「NARAWA
WING」
最後に「ソシオ成岩スポーツクラブ」の事
例をご紹介します。さきほど工藤先生がご指
摘になったように、文化政策とスポーツ政策
には関連するところがある、と自分自身でも
気づいています。2018 年の日本文化政策学
会年次研究大会で、文化政策とスポーツ政策
を対比するラウンドテーブルを企画しまし
た。この際、スポーツ政策の研究者から、総
合型地域スポーツクラブを調べてみては、と
助言されました。自分で探して訪れたところ
が、愛知県半田市にある総合型地域スポーツ
クラブ「ソシオ成岩スポーツクラブ」です。
市立中学校の体育館を建て直したところなの
で、先に紹介した「たちかわ創造舎」とは、
学校つながりの事例でもあります。
文部科学省のいう総合型地域スポーツクラ
ブには、3つの多様性があるとのことです。
「多種目」「多世代」「多志向」の3つです。「多
種目」は分かりますよね。「多世代」は年寄り
から子どもまで幅広い層に使われる、という
こと。「多志向」とは、健康志向や、あるいは
将来プロになりたい、というアスリート志向
など、幅広い志向があるということです。
総合型地域スポーツクラブは急増していま
す。かつては 500 団体だったところ、4,000
近くに達しました。多くの同クラブは、学校
の体育館や校庭を利用しているものの、自分
たちのクラブハウスを持っているところは少
ないそうです。

「ソシオ成岩スポーツクラブ」は、自分たち
のクラブハウスを有しており、地域の住民た
ちが自分たちでお金を集めて運営していま
す。市立中学校の体育館を建て替えする際、
地元の同クラブと学校が一緒に使えるよう
に、ということで工事が行われ、2003 年に実
現しました。市の社会体育施設としてつくら
れました。
「場の管理」を分析しましょう。写真 11 を
見てください。愛称「NARAWA WING」と
言います。屋上には人工芝が敷かれたテニス
コート等があります。半円形の屋根の形状が
羽根のようなので、この愛称がつけられまし
た。写真の手前に中学校の校舎があり、生徒
たちは写真の右側にある中学校専用の出入り
口を利用しています。
写真 12 は反対側の道路から撮影したもの
です。クラブの利用者らは、手前にある駐車
場に車を止めて、生徒たちとは違う出入口か
ら利用します。学校生徒とクラブ利用者は
別々に出入りするようになっている訳です。
クラブハウスのメインアリーナでは、中学
校の体育授業が行われたり、式典に使われた
り、さらには朝と放課後の部活に使用された
りします。ほかの時間帯は同スポーツクラブ
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写真 10 事例③／ソシオ成岩スポーツクラブ

出典：報告者撮影
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いったという経緯がありました。
たとえば学校を舞台にした映画やテレビド
ラマならば、グラウンドがよく登場します。
学校の撮影には欠かせない場面です。この写
真をみると、耐震設計工事のための補強材は
写っていません。なぜなら、グラウンドの反
対側の壁に取り付けたからです。NPO法人
の職員に聞くと、耐震工事の補強材を用いる
ようになったのは 1995 年の阪神淡路大震災、
あるいは 2011 年の東日本大震災以降だそう
です。すなわち、それ以前の映画やドラマの
撮影に、補強材を取り付けた校舎が写ってい
れば、時代考証に合わなくなってしまうので
す。使う側が要望して行政が工事を行ったこ
とが分かりました。この逸話を聞いて、なる
ほど、いい話だな、、と思いました。そこまで
撮影側に気を使っているのですから、撮影現
場に重宝されるはずです。
「たちかわ創造舎」では、校長室、職員室、
音楽室、屋上……などをそのままにしてあり
ました。学校のロケというのは、セットだと
うまく表現できないそうです。偽物だと分
かってしまう。セットでは古びた学校の空気
を再現しにくいのだと聞きました。
撮影の使用料で稼げる理由は、日本の場

合、学校を舞台としたドラマが多いからだそ
うです。校内でけんかをしたり、屋上から飛
びおりるなどの騒ぎがあったり……。実際の
学校現場では、協力しにくい面がある。撮影
の許可が下りない。ところが「たちかわ創造
舎」は撮影で使いやすいように配慮されてい
ます。
賑わいづくりにも貢献しています。訪れた
とき、自転車愛好家の人たちがたくさん訪れ
て休憩していました。そばを流れる多摩川の
土手などを走っていて、トイレに立ち寄った
り、コーヒーを飲んだりするのです。「たち
かわ創造舎」の中には、サイクルショップも
営業していて、自転車愛好家が集います。さ
らに汗を流せるシャワー室も設けられ、1回
100 円で使えます。シャワー室は当初、設け
られていませんでしたが、汗を流したいとい
う要望を受けて、のちに設置されました。
人材面に触れましょう。「たちかわ創造舎」

のフィルムコミッション事業のヒントは、以
前に活動していた「にしすがも創造舎」(豊島
区)にありました。豊島区立の旧中学校校舎
を使って演劇の稽古場に利用することが狙い
でした。ところが、案外、「撮影に使わせてほ
しい」という申し込みがたくさんあったそう
です。しかし稽古場利用がメインだけに、そ
れほどロケ現場としては貸せなかった。けれ
ども需要があることは分かっていました。そ
こで、立川市が閉校小学校校舎の活用を公募
した際、撮影現場として使える案をまとめて
応募したのでした。すなわち、「にしすがも
創造舎」で経験を積んだ、専門的な人材が常
駐しているのです。撮影や演劇に詳しい人材
を備えている点を忘れてはなりません。
自分自身は、京都芸術センターの研究から
学問の世界に入ったので、同センターのよう
な芸術の孵化器（インキュベーター）にとて
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写真9 たちかわ創造舎の校舎と校庭

出典：報告者撮影
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が使っています。土日曜の場合は、学校と同
クラブが事前に相談して使い分けます。
サブアリーナは地域住民に開放されていま
す。半円形の屋上アリーナも同様です。
メインアリーナは広くて、コートが2面とれ
ます。僕が訪問した際には、網のネットで2
つに分けて、同スポーツクラブ用と、学校の
部活用と、に分割して使っていました。
興味深かったのは、同クラブハウスがコ
ミュニティ施設でもあること。銭湯のような
浴室を備えていました（写真 13）。「風呂だけ
入りに来る人がいるんじゃないですか」と聞
いてみたところ、「風呂だけ利用される方も
います」とのことでした。カフェ、ラウンジ、
会員の会議室などもあります。
財務面はどうなっているのでしょうか？
2015 年度の場合、年間収入はざっと 7,000 万
円。半田市の社会教育施設なので、指定管理
者制度が導入されており、NPO法人「ソシ
オ成岩スポーツクラブ」が指定管理者に選定
されています。市からの指定管理料は年間
2,000 万円。残りの 5,000 万円はどうしてい
るのか、担当者に聞いたところ、会員の協賛
費、自主事業として行う教室の参加費、など
を得ているとのことでした。会員らが一定の

受益者負担をしながら、自分たちで運営して
いる点は興味深い。
人材面はどうなっているでしょうか？

NPO法人の理事は、地元のお医者さん、学
校の先生などで構成されています。まさに地
元の人たちによる運営でした。
かつてトップアスリートだった女性バス
ケットボール選手がコーチとして雇用され、
子どもたちに技術を教えていました。元アス
リートのキャリア形成にも貢献できるそうで
す。
ラウンジで原稿を打っていたところ、健康
教室を終えたシニア世代の女性たちが入って
きて、お菓子をくださいました。子どもス
クールも運営しており、健康教室のシニア世
代が子どもたちに折り紙を指導したりもする
とのことでした。このように多世代間の交流
が実現しているところにも惹かれました。
閉校になった学校校舎の活用事例では、現
役の児童や生徒の姿は見られません。ところ
が「ソシオ成岩スポーツクラブ」の場合は、
現役の学校現場なので、生徒の姿を見かける
ことができる。熟年世代や壮年世代が出入り
して、生徒たちと出会うことができる。日本
の公立文化施設の場合、多世代共生の実現は
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写真 11 社会体育施設「NARAWA WING」

出典：報告者撮影

写真 12 社会体育施設「NARAWA WING」

出典：報告者作成
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難しいので、素敵だな、と思いました。
たまり場機能を有しています。お風呂があ
ると、裸のつきあいができるので、公立文化
研究者としては少しうらやましく感じまし
た。
3つの事例をまとめてみましょう。
「人材」について言えば、公共的な課題を解
決するために尽力する公共政策人材が世の中
に現れてきています。公務員ではないもの
の、民間の公共政策人材が活躍する姿をみる
と、公務員はこれからどうあるべきなのか、
と考えるきっかけになりました。
人材の登用には2通りがあると思われまし
た。札幌や半田のような内発的な事例です。
地域の内部にいる人材が登用されて活躍す
る。対して、地域に人材がいなくても、外部
から誘致することもできる。立川市は NPO

法人アートネットワーク・ジャパン（ANJ）
を誘致しましました。こういう専門的な人材
を育て、活用していくことも、公務員の腕前
だと思います。
「資金」でいえば、多様な資金調達の必要性
を痛感した次第です。札幌では 89％を広告
代・使用料で賄っていました。立川では全体
の 70％を撮影収入で賄っていました。半田

では 70％を会費や教室参加費等で賄ってい
るとのことでした。多様な資金調達に取り組
む財務状況が共通しています。
「場の管理」では、集いの場づくりが欠かせ
ないと痛感します。みんなが集ることの場所
がいかに大切かは、3つの事例から浮かび上
がってきます。この点では、既存の公立文化
施設、たとえば文化会館や博物館・美術館の
実情はどうなのでしょうか。
そして、多世代交流の重要性をかみしめて
います。定年退職した人が行き場がない、と
いう話に接するとき、文化政策の使命の重さ
を思うのです。

(5）「公共性」とは？
早稲田大学の齋藤純一先生は、公共性とは

何か、ということについて次のように言って
います。一つは、政府に関係する公的なも
の。「OFFICIAL」です。公共事業、公共投
資、公共資金、公教育。二つには、特定の誰
かにではなく、全ての人に関係するもの。
「COMMON」です、公共心とか、公共の秩序
とか、公益性とか。三つには、誰にでも開か
れている。「OPEN」です。公然とか、公園と
か、公開情報……。本日お集まりのみなさま
の大半が公務員とするならば、「OFFICIAL」
だけが公共ではないことを再確認する必要が
あると思っています。
民間の立場なのだけれども、新しい公共政
策に関係する人たちが現れてきている。こう
した文化政策の現場、文化施設の現場を考え
ることは、地域ガバナンス社会を検討する意
味で重要だと考えています。
今回ご紹介した3つの事例にとどまらず、
日本の各地では、官民協働で地域をつくって
いく、地域ガバナンスの取り組みが展開され
ています。なかでも文化の現場は、地域ガバ
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写真 13 事例③／ソシオ成岩スポーツクラブ

出典：報告者撮影
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が使っています。土日曜の場合は、学校と同
クラブが事前に相談して使い分けます。
サブアリーナは地域住民に開放されていま
す。半円形の屋上アリーナも同様です。
メインアリーナは広くて、コートが2面とれ
ます。僕が訪問した際には、網のネットで2
つに分けて、同スポーツクラブ用と、学校の
部活用と、に分割して使っていました。
興味深かったのは、同クラブハウスがコ
ミュニティ施設でもあること。銭湯のような
浴室を備えていました（写真 13）。「風呂だけ
入りに来る人がいるんじゃないですか」と聞
いてみたところ、「風呂だけ利用される方も
います」とのことでした。カフェ、ラウンジ、
会員の会議室などもあります。
財務面はどうなっているのでしょうか？
2015 年度の場合、年間収入はざっと 7,000 万
円。半田市の社会教育施設なので、指定管理
者制度が導入されており、NPO法人「ソシ
オ成岩スポーツクラブ」が指定管理者に選定
されています。市からの指定管理料は年間
2,000 万円。残りの 5,000 万円はどうしてい
るのか、担当者に聞いたところ、会員の協賛
費、自主事業として行う教室の参加費、など
を得ているとのことでした。会員らが一定の

受益者負担をしながら、自分たちで運営して
いる点は興味深い。
人材面はどうなっているでしょうか？

NPO法人の理事は、地元のお医者さん、学
校の先生などで構成されています。まさに地
元の人たちによる運営でした。
かつてトップアスリートだった女性バス
ケットボール選手がコーチとして雇用され、
子どもたちに技術を教えていました。元アス
リートのキャリア形成にも貢献できるそうで
す。
ラウンジで原稿を打っていたところ、健康
教室を終えたシニア世代の女性たちが入って
きて、お菓子をくださいました。子どもス
クールも運営しており、健康教室のシニア世
代が子どもたちに折り紙を指導したりもする
とのことでした。このように多世代間の交流
が実現しているところにも惹かれました。
閉校になった学校校舎の活用事例では、現
役の児童や生徒の姿は見られません。ところ
が「ソシオ成岩スポーツクラブ」の場合は、
現役の学校現場なので、生徒の姿を見かける
ことができる。熟年世代や壮年世代が出入り
して、生徒たちと出会うことができる。日本
の公立文化施設の場合、多世代共生の実現は
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写真 11 社会体育施設「NARAWA WING」

出典：報告者撮影

写真 12 社会体育施設「NARAWA WING」

出典：報告者作成
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ナンスのトレーニングの場になっていくの
だ、と思うとき、文化政策の大切さをかみし
めるばかりです。ご清聴ありがとうございま
した。

3 講演③
「「文化・芸術を活かしたまちづくり」は何を
めざすのか」

神戸大学大学院国際文化学研究科教授
藤野 一夫

これから映すものは写真だけです。文字情
報はございません。つまり、何か想像してい
ただきたい、イメージしていただきたい、あ
るいは思い出してもらいたいというのが私の
狙いです。

(1）根本的な問い
文化・芸術を生かしたまちづくりは何を目
指すのでしょうか。私たちのテーマは文化・
芸術とまちづくりの関係を目指しており、そ
の関係をめぐるものです。
しかし、文化・芸術をまちづくりに生かす
ためには、一体どのようにしたらよいので
しょうか。そのとき私たちはどのようなまち
の姿を思い浮かべているでしょうか。また、
文化・芸術という言葉で私たちがイメージす
るものは何でしょう。ビエンナーレやトリエ

ンナーレと呼ばれる現代アートの国際フェス
ティバルなのでしょうか。それとも、旧来の
美術館やコンサートホールのような箱物で
しょうか。
また、「文化・芸術」と書いておりますけれ
ども、文化と芸術、さらにアートとは一体ど
のような違いがあるのでしょうか。
根本的な問いということですけれども、そ
もそも文化・芸術と「まち」は、何か切り離
された別々のものなのでしょうか。切り離さ
れた別々のものを私たちは文化・芸術を生か
したまちづくりという名のもとで政策化し、
まちとアートを計画的に結びつけようとして
いるのでしょうか。その目的は一体何なので
しょうか。
頭の中は問いばかりです。私のこれからの
お話も、本当に問いばかりです。
しかし、文化・芸術と縁もゆかりもないま
ちづくりなどというものが、人類の歴史の中
で、一体これまでにあったのでしょうか。こ
の前、私は東京国立博物館の縄文展を見てき
て、価値観が 180 度変わりました。1万年以
上前に火炎式土器のような激しい生命の表現
があった。そしてそれが暮らし、生活の中の
美として輝いていた。これが人類にとっての
文化ですよね、あるいは芸術ですよね。
そのように考えると、今改めて文化・芸術
を生かしたまちづくりは何を目指すのか。こ
う私たちが問わなければならないとすれば、
日本人は人類の歴史の中でとても不自然な道
を歩んできたのではないかと考えざるを得な
い。
つまり文化・芸術とは疎遠なまちづくり
が、これまで少なくともここ数十年の日本
で実際に行われてきたのだという事実や実感
を私たちがどこかで持っている、そのためな
のではないでしょうか。そして、それはむし
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ろ人類の歴史の中で異常なことだったのでは
ないのか、このことを確認することを私は出
発点としたいと思います。

(2）まちの原風景を想起する
少し恥ずかしいのですけれども、自分の人
生を振り返ってすこし語ってみたいと思いま
す。
私は今年、還暦を迎えました。人生 60 年、
60 回、一回りして、ちょうど今生まれ変わっ
たばかりで、まだはなたれ小僧にもなってい
ないですね。神戸に移り住んでちょうど 30
年になりますけれども、東京の実家には母や
妹の家族がまだ暮らしています。年に数回顔
を見に東京に帰るわけですが、その機会に、
実家の周りがどのように変化してきたのか、
なるべく目を配るようにしています。最近で
は写真もよく撮るようにしています。この町
並みや景色はいつまで残るのだろうか。善し
悪しは別として、2020 年が節目になることは
確かだと思います。とっくの昔に、私はもう
東京を捨てた人間なのですけれども、そのこ
とがすこし今は気になっています。
東京の実家は下町と山の手の境目にござい
ます。2002 年に地下化された東急目黒線と
いうのがあるんですけれども、昔は目蒲線と
呼ばれていた、その沿線で育ちました。東京
の城南地域で、目黒と蒲田をつなぐ「郊外電
車」などと小説に出てきます。
1923 年ですから大正 12 年に開通いたしま
して、町工場の地域と、市街地と住宅地を結
びつけています。実は田園調布もこの沿線に
あるのです。蒲田もあれば田園調布もある。
私はちょうどその中間ぐらい、西小山という
下町(写真 14)と洗足という山の手の境目に
住んでいました。
小津安二郎の遺作に「秋刀魚の味」という

実に味わい深い映画がございます。ぜひ見て
いただきたいんですが、ここには目蒲線や池
上線の沿線が舞台として出てきます。今、池
上線の石川台という駅が出ています（写真
15）。1962 年に公開されていますので、ちょ
うど私が子ども時代に親しんでいた下町と、
山の手と町工場の光景が小津独特の美学に
よって、すばらしく、美しく描かれています。
単なる懐かしさとかノスタルジーを超え
た、さまざまな思いがこみ上げてまいりま
す。日本の戦後経済の歩みを振り返るための
宝庫のような映像です。高度成長の時代の家
族と暮らしがどのように変わりつつあったの
かを顧みる縁（よすが）ともなる作品です。
家族と暮らしと仕事、それぞれの日常を通し
て、それらの舞台となる町の姿が浮かび上
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写真 14 目蒲線地下化後も続く駅前商店街
の果物屋さん

出典：報告者作成
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ナンスのトレーニングの場になっていくの
だ、と思うとき、文化政策の大切さをかみし
めるばかりです。ご清聴ありがとうございま
した。

3 講演③
「「文化・芸術を活かしたまちづくり」は何を
めざすのか」

神戸大学大学院国際文化学研究科教授
藤野 一夫

これから映すものは写真だけです。文字情
報はございません。つまり、何か想像してい
ただきたい、イメージしていただきたい、あ
るいは思い出してもらいたいというのが私の
狙いです。

(1）根本的な問い
文化・芸術を生かしたまちづくりは何を目
指すのでしょうか。私たちのテーマは文化・
芸術とまちづくりの関係を目指しており、そ
の関係をめぐるものです。
しかし、文化・芸術をまちづくりに生かす
ためには、一体どのようにしたらよいので
しょうか。そのとき私たちはどのようなまち
の姿を思い浮かべているでしょうか。また、
文化・芸術という言葉で私たちがイメージす
るものは何でしょう。ビエンナーレやトリエ

ンナーレと呼ばれる現代アートの国際フェス
ティバルなのでしょうか。それとも、旧来の
美術館やコンサートホールのような箱物で
しょうか。
また、「文化・芸術」と書いておりますけれ
ども、文化と芸術、さらにアートとは一体ど
のような違いがあるのでしょうか。
根本的な問いということですけれども、そ
もそも文化・芸術と「まち」は、何か切り離
された別々のものなのでしょうか。切り離さ
れた別々のものを私たちは文化・芸術を生か
したまちづくりという名のもとで政策化し、
まちとアートを計画的に結びつけようとして
いるのでしょうか。その目的は一体何なので
しょうか。
頭の中は問いばかりです。私のこれからの
お話も、本当に問いばかりです。
しかし、文化・芸術と縁もゆかりもないま
ちづくりなどというものが、人類の歴史の中
で、一体これまでにあったのでしょうか。こ
の前、私は東京国立博物館の縄文展を見てき
て、価値観が 180 度変わりました。1万年以
上前に火炎式土器のような激しい生命の表現
があった。そしてそれが暮らし、生活の中の
美として輝いていた。これが人類にとっての
文化ですよね、あるいは芸術ですよね。
そのように考えると、今改めて文化・芸術
を生かしたまちづくりは何を目指すのか。こ
う私たちが問わなければならないとすれば、
日本人は人類の歴史の中でとても不自然な道
を歩んできたのではないかと考えざるを得な
い。
つまり文化・芸術とは疎遠なまちづくり
が、これまで少なくともここ数十年の日本
で実際に行われてきたのだという事実や実感
を私たちがどこかで持っている、そのためな
のではないでしょうか。そして、それはむし
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がってまいります。
もう少しだけ昔話をお許しください。年を
とるごとに、だんだん子どものころの原風景
を思い出すことが多くなってまいりました。
実家は商売を営んでおりまして、家族はお店
の裏に住んでいました。店舗はバス通り沿い
の商店街にございました。
私はこの商店街で育ち、育てられました。
商店街や町会の旅行には、よくおばあちゃん
と一緒に出かけました。今残っている商店街
の店舗数は、当時の恐らく 10 分の1ぐらい
に減ってしまっていると思います。まず食品
スーパーができて、1975 年には徒歩圏にダイ
エーの大型店ができたんです。ですから、バ
ス通りの商店街は見る見る寂れていきまし
た。
子どものころ、父親は毎晩商店街や町会の
会合に出かけておりまして、家に帰ってくる
と、まず私を呼びつけて長い説教が始まるん
です。その日のお店とか町会の出来事の話か
ら政治や経済の話まで、12 時を回るまでずっ
と説教される。この場所で家業を継ぐべき長
男なのだから、地域や社会や人間関係につい
て、最先端の情報を叩き込まなければ、とい
う一種の帝王学のつもりだったのでしょう。
父の説教は、母親が待ったをかけるまで延々
と続きました。
商店街や町会では、年間を通じてさまざま
なイベントがありました。中でも9月の八幡
神社のお祭りが最大の行事でした。子どもや
若い衆から年寄りまで、誰もが町会のはっぴ
を着てだしを引き、みこしを担ぎました。町
会ごとにだしやみこしの力動感があふれて、
それを競い合うわけですね。そしてはっぴ姿
の生きの良さを、みんなで自慢し合っていま
した。
たまたま、昨日探していたらこんな写真が

出てきました。これが私の 20 代のときの
はっぴ姿です。下は、小さくしか写っていま
せんが、町会で新調したみこしの写真（写真
15）ということになります。
徒歩で 10 分圏内にこの八幡神社と国宝級
のお寺、それにカトリックの結構大きな教会
がありました。これらの宗教施設は、また町
の広場でもありました。近くにはまだ公民館
も、図書館も、児童公園もありませんでした
ので、この神社とお寺と教会が日々の遊び場
で、もう本当に泥んこになって遊んで、周り
の町の人に連れて帰られるということがよく
ありました。
その意味で、現在の公立文化施設、公共文
化施設よりも、もっと子どもや住民に身近な
存在が、例えば鎮守の森であったり、神社の
境内だった。昭和 30 年代には東京の真ん中
でもこういうことがあったのです。
祖母と父は毎日、神社に手を合わせに通っ
ておりました。藤野少年は神父様の暖かなま
なざしを浴びて、毎日教会の広場で野球ばっ
かりしていました。まちにとっての公共性と
は一体何かということを、父や祖母の背中か
ら学ぶことができました。それは役所の側の
公共性とは異なるものだったと思います。
つまり、地域の住民たちがともに暮らし、
なりわいを営み、生きる喜びを一緒に味わい
尽くすことのできる場所と機会と時間、それ
らはむしろ行政が介入しない住民の知恵や民
間の仕組みの中に、もう既にありました。「地
域ガバナンス」という言葉は当時ありません
でしたけれども、まさにガバナンスはもう既
にあったわけです。
父親は生前、町会長を引き受けていたので
すけれども、20 年ほど前に内緒話を打ち明け
られました。みこしが古くなったので新調し
たい。町会で一回り大きなみこしを新調する
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と、大体中くらいのもので 1,500 万ぐらいす
るそうで、そのカタログを見せてもらいまし
た。町内を回って寄付を集めるのが父の役目
だったんですが、なかなか思うようにお金が
集まらない。
そこに突然奇跡が起きました。ある町内の
女性が、ぽんと一千数百万円寄付してくだ
さったんです。その女性の娘さんは、最近若
くして病気で亡くなられたそうです。娘さん
は、このみこしを担ぐ機会こそなかったけれ
ども、毎年秋祭りを心待ちにしていました。
みこしがその家に近づくのを見て、そしてそ
のかけ声を聞いて、とてもわくわく興奮して

いたという話を聞きました。余命幾ばくもな
いと知って、もしものときには自分のお金を
みこしの新調のために使ってほしいと母親に
託したそうです。そして、その後、逝かれた
ということです。
しかも、ご自分の名前は絶対に伏せてほし
いというのが遺言でした。ですから、この寄
付者が誰であるかを知っているのは、実は私
の父親だけでした。そして、その父親も十数
年前にこの世を去りましたので、この秘話の
主を知っている人は、この世の中には誰もい
ません。私がこの話を、この公で話をするの
も、きょうが初めてのことです。
祭りというのは神事、そしてコミュニ
ティーのアイデンティティーです。そして生
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写真 15 秋刀魚の味 小津安二郎

出典：報告者作成

写真 16 八幡神社のお祭り 町会のハッピ
と神輿の競い合い

出典：報告者作成
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がってまいります。
もう少しだけ昔話をお許しください。年を
とるごとに、だんだん子どものころの原風景
を思い出すことが多くなってまいりました。
実家は商売を営んでおりまして、家族はお店
の裏に住んでいました。店舗はバス通り沿い
の商店街にございました。
私はこの商店街で育ち、育てられました。
商店街や町会の旅行には、よくおばあちゃん
と一緒に出かけました。今残っている商店街
の店舗数は、当時の恐らく 10 分の1ぐらい
に減ってしまっていると思います。まず食品
スーパーができて、1975 年には徒歩圏にダイ
エーの大型店ができたんです。ですから、バ
ス通りの商店街は見る見る寂れていきまし
た。
子どものころ、父親は毎晩商店街や町会の
会合に出かけておりまして、家に帰ってくる
と、まず私を呼びつけて長い説教が始まるん
です。その日のお店とか町会の出来事の話か
ら政治や経済の話まで、12 時を回るまでずっ
と説教される。この場所で家業を継ぐべき長
男なのだから、地域や社会や人間関係につい
て、最先端の情報を叩き込まなければ、とい
う一種の帝王学のつもりだったのでしょう。
父の説教は、母親が待ったをかけるまで延々
と続きました。
商店街や町会では、年間を通じてさまざま
なイベントがありました。中でも9月の八幡
神社のお祭りが最大の行事でした。子どもや
若い衆から年寄りまで、誰もが町会のはっぴ
を着てだしを引き、みこしを担ぎました。町
会ごとにだしやみこしの力動感があふれて、
それを競い合うわけですね。そしてはっぴ姿
の生きの良さを、みんなで自慢し合っていま
した。
たまたま、昨日探していたらこんな写真が

出てきました。これが私の 20 代のときの
はっぴ姿です。下は、小さくしか写っていま
せんが、町会で新調したみこしの写真（写真
15）ということになります。
徒歩で 10 分圏内にこの八幡神社と国宝級
のお寺、それにカトリックの結構大きな教会
がありました。これらの宗教施設は、また町
の広場でもありました。近くにはまだ公民館
も、図書館も、児童公園もありませんでした
ので、この神社とお寺と教会が日々の遊び場
で、もう本当に泥んこになって遊んで、周り
の町の人に連れて帰られるということがよく
ありました。
その意味で、現在の公立文化施設、公共文
化施設よりも、もっと子どもや住民に身近な
存在が、例えば鎮守の森であったり、神社の
境内だった。昭和 30 年代には東京の真ん中
でもこういうことがあったのです。
祖母と父は毎日、神社に手を合わせに通っ
ておりました。藤野少年は神父様の暖かなま
なざしを浴びて、毎日教会の広場で野球ばっ
かりしていました。まちにとっての公共性と
は一体何かということを、父や祖母の背中か
ら学ぶことができました。それは役所の側の
公共性とは異なるものだったと思います。
つまり、地域の住民たちがともに暮らし、
なりわいを営み、生きる喜びを一緒に味わい
尽くすことのできる場所と機会と時間、それ
らはむしろ行政が介入しない住民の知恵や民
間の仕組みの中に、もう既にありました。「地
域ガバナンス」という言葉は当時ありません
でしたけれども、まさにガバナンスはもう既
にあったわけです。
父親は生前、町会長を引き受けていたので
すけれども、20 年ほど前に内緒話を打ち明け
られました。みこしが古くなったので新調し
たい。町会で一回り大きなみこしを新調する
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きる力、社会的包摂の原点。祭りは本当の文
化であると私は思います。
私にとっての「三丁目の夕日」があるよう
に、皆さんにとっての「三丁目の夕日」とい
うのも、それぞれあることだと思います。そ
のまちは必ずしも私の場合のような商店街だ
けではありません。郊外の住宅地かもしれな
いですし、里山の農村や離れ小島の漁村かも
しれません。ですから、まちの原風景がそれ
ぞれ違うように、「まちづくり」と言ったとき
のまちの姿も、まちのつくり方も実に多様で
多彩だと思います。
まちづくりには、モデルもマニュアルもな
いということをここで言ったら怒られてしま
うかもしれませんが、私はそのように思いま
す。人の顔が一人一人違う。一つとして同じ
顔がないように、まちは一つとして同じでは
ありません。あるまちは他のまちと異なるこ
とによって一つの個性を持ち、際立ちます。
そのような唯一無二のまちの個性を刻んでき
たものこそが文化、そして芸術ではないで
しょうか。

(3）国土改造による自然と生の分断
ところが、整形美人のように、高度成長期
以降、日本列島はほぼ画一的に改造されてき
ました。まちの個性を失った画一的な国土開
発、再開発事業が全国に広がっていきまし
た。国土をコンクリートで強靱化するという
ことが、災害列島の安全・安心神話を再生産
し続けてきました。この国の政治家とテクノ
クラートの「土木頭」と私は言っているんで
すけれども、この土木頭というのは、もう本
当に絶望的なまでに変わっていません。
東日本大震災の後、よく私はここを調査に
訪れますが、400 キロに及ぶ防潮堤が建設さ
れています。しかし、これによって一度遮断

されてしまった自然となりわいと暮らしの生
きた関係は、未来永劫にわたって回復される
ことはないでしょう。もし本気で大震災から
のレジリエンス、回復に取り組むのであれ
ば、私たちは海が見えなくなった場所で暮ら
すことへの違和感や圧迫感や、そして悲しみ
に対してもっと正直になるべきだと思いま
す。

(4）文化的景観とコミュニティとひとづくり
私たちは何百年もの間、それぞれの個性的
な文化的景観の中で暮らしてきました。文化
的景観は自然となりわいとの共同作品です。
私たちにとってのまちも、文化的景観を形づ
くっています。文化的景観はそれぞれのコ
ミュニティーによって形づくられてきました
が、他方、文化的景観はコミュニティーが存
続するための基盤でもあります。
また、私たちの感性、感受性も文化的景観
の中ではぐくまれてきました。そのようなコ
ミュニティーに根ざした個々の感性が一体と
なることで、つまり共通感覚によって文化的
景観も維持されてきました。例えば、景観条
例の策定には、このような感性的な認識や経
験が深く関与しているはずです。
感性が全ての原点です。今行われている再
開発や復興事業が、それぞれのまちにとっ
て、地域コミュニティーにとって最善の道な
のかどうか。それ以外には本当に選択の予備
がなかったのかどうか。私たちはまず私たち
の感性に、共通感覚に問い合わせることから
始めるべきでしょう。図面上の計画が先にあ
るわけではないのです。
それにしても、文化・芸術を生かしたまち
づくりは何を目指すのでしょうか。随分とお
こがましい問いのようにも聞こえます。「当
事者主権」という言葉がございます。それぞ
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れの地域、それぞれのまちの個性を形づくっ
てきたのは、それぞれのコミュニティの住民
たちです。家族と暮らしと仕事、それぞれの
日常の営みを通して、それぞれの舞台となる
まちの姿が形づくられてきました。
家族や親族の外側には、町会や商店会や婦
人会や青年団、文化協会などの相互扶助の組
織がございます。自分たちの住みかとしての
まちは、このような地縁的な協同体によって
つくられ、維持されてきました。コミュニ
ティーを形成する組織は、日々の、また緊急
時の相互扶助にとって必要不可欠です。

(5）まちの知恵と仕組みと祭り
それだけではありません。日常的な相互扶
助の活動とともに、有形無形のさまざまな文
化資源を生み出してきました。無形文化財の
代表は、もちろん先ほど紹介した祭りです。
そして祭りの形は、東北に行って目を見張る
のですけれども、地域コミュニティーごとに
驚くほど異なっています。
また祭りの中で、私たちは世俗的なものと
神聖なもの、つまり人間の力を超えたものと
つながります。単なるお祭り騒ぎの一体感だ
けではなく、清らかな祈りの中で、人間のお
ごりが愚かなものに思われてきます。人間は
生かされているのだ、生かされている存在な
のだと気づく瞬間が祭りの中にはあります。
1年を通じて家族や住民の誕生と婚礼、死
と生、病、豊作と災害があります。コミュニ
ティーを一つに結びつける祭りは、大きな命
のつながりに目を開かせてくれます。祭りは
日常的な利害打算を超えて、コミュニティー
全体と未来へのまなざしを開きます。

(6）文化的コモンズと公共文化施設
東日本大震災の後、伝統的な祭りが復活し

た地域から、まずは高台移転などの合意がい
ち早くできたと言われていますけれども、こ
の事実からも、まちづくりの中心にあるのは
都市計画ではなくて、祭りや芸能といった文
化的コモンズであるということがわかります
（写真 17）。
今、私がよく利用する文化的コモンズの図

が出ております（図2）。総務省系の外郭団
体の『地域創造』は、皆さんご存じだと思い
ますけれども、宝くじの収益を原資にして公
益性の高い芸術・文化の支援を行っている団
体です。
ここは調査研究事業も行っていて、私も参
加させていただいていたのですけれども、東
日本大震災の調査研究を踏まえて、『地域創
造』は文化的コモンズの形成について大変積
極的な提言をいたしました。
こういう文章から始まっています。「東日
本大震災の後、誰もが文化的な機会を享受
し、その経験を他者と共有できる場の重要性
を認識したが、それは被災地だけではなかっ
た。そうした場は地域の多様な文化的営みを
共有し、分かち合える『文化的コモンズ』の
形成によって成立する。」（一財『地域創造』
報告書から）。
文化的コモンズは、まちの形成とともに、
どの地域にも既にあったものです。文化的コ
モンズとは、コミュニティーが交わり、はぐ
くまれる場であり、仕掛けです。文化的コモ
ンズは、コミュニティーの紐帯です。少なく
とも 1964 年の東京オリンピックまでは、遅
くとも 1970 年の大阪万博までは、確実にこ
のような文化的なコモンズが各地域に根づい
ていたと私は思っています。

(7）文化政策の課題と「実存」の問題
さて、この『地域創造』の提言の続きには
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きる力、社会的包摂の原点。祭りは本当の文
化であると私は思います。
私にとっての「三丁目の夕日」があるよう
に、皆さんにとっての「三丁目の夕日」とい
うのも、それぞれあることだと思います。そ
のまちは必ずしも私の場合のような商店街だ
けではありません。郊外の住宅地かもしれな
いですし、里山の農村や離れ小島の漁村かも
しれません。ですから、まちの原風景がそれ
ぞれ違うように、「まちづくり」と言ったとき
のまちの姿も、まちのつくり方も実に多様で
多彩だと思います。
まちづくりには、モデルもマニュアルもな
いということをここで言ったら怒られてしま
うかもしれませんが、私はそのように思いま
す。人の顔が一人一人違う。一つとして同じ
顔がないように、まちは一つとして同じでは
ありません。あるまちは他のまちと異なるこ
とによって一つの個性を持ち、際立ちます。
そのような唯一無二のまちの個性を刻んでき
たものこそが文化、そして芸術ではないで
しょうか。

(3）国土改造による自然と生の分断
ところが、整形美人のように、高度成長期
以降、日本列島はほぼ画一的に改造されてき
ました。まちの個性を失った画一的な国土開
発、再開発事業が全国に広がっていきまし
た。国土をコンクリートで強靱化するという
ことが、災害列島の安全・安心神話を再生産
し続けてきました。この国の政治家とテクノ
クラートの「土木頭」と私は言っているんで
すけれども、この土木頭というのは、もう本
当に絶望的なまでに変わっていません。
東日本大震災の後、よく私はここを調査に
訪れますが、400 キロに及ぶ防潮堤が建設さ
れています。しかし、これによって一度遮断

されてしまった自然となりわいと暮らしの生
きた関係は、未来永劫にわたって回復される
ことはないでしょう。もし本気で大震災から
のレジリエンス、回復に取り組むのであれ
ば、私たちは海が見えなくなった場所で暮ら
すことへの違和感や圧迫感や、そして悲しみ
に対してもっと正直になるべきだと思いま
す。

(4）文化的景観とコミュニティとひとづくり
私たちは何百年もの間、それぞれの個性的
な文化的景観の中で暮らしてきました。文化
的景観は自然となりわいとの共同作品です。
私たちにとってのまちも、文化的景観を形づ
くっています。文化的景観はそれぞれのコ
ミュニティーによって形づくられてきました
が、他方、文化的景観はコミュニティーが存
続するための基盤でもあります。
また、私たちの感性、感受性も文化的景観
の中ではぐくまれてきました。そのようなコ
ミュニティーに根ざした個々の感性が一体と
なることで、つまり共通感覚によって文化的
景観も維持されてきました。例えば、景観条
例の策定には、このような感性的な認識や経
験が深く関与しているはずです。
感性が全ての原点です。今行われている再
開発や復興事業が、それぞれのまちにとっ
て、地域コミュニティーにとって最善の道な
のかどうか。それ以外には本当に選択の予備
がなかったのかどうか。私たちはまず私たち
の感性に、共通感覚に問い合わせることから
始めるべきでしょう。図面上の計画が先にあ
るわけではないのです。
それにしても、文化・芸術を生かしたまち
づくりは何を目指すのでしょうか。随分とお
こがましい問いのようにも聞こえます。「当
事者主権」という言葉がございます。それぞ
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こうあります。また読んでいきますと、「公
共文化施設は、文化的なつながりを求めて
人々が集まり、『地域の記憶と共感の装置』と
して機能する文化拠点を目指すべきである。
地域で継承されてきた伝統芸能やお祭り、文
化団体やアート NPOなど、さまざまな文化
の担い手とも手を結び、文化的コモンズを牽
引する役割を担うべきである。」
「べきである」ということで語られている
んです。何か少し不思議な気がしませんか。
つまり、この提言の裏を読むと、これまでの
公共文化施設は、文化的コモンズの形成にほ
とんど関与してこなかったのではないか、そ
のような実態が浮かび上がってきます。「公

共文化施設は、文化的なつながりを求めて
人々が集まり、『地域の記憶と共感の装置』と
して機能する文化拠点を目指すべきである。」
と提言されてはいますが、これまでの公共文
化施設は、地域の記憶と共感の装置として機
能してこなかったんでしょうか。だとすれ
ば、公共文化施設は誰のために、何のために
建設され、多額の公共予算によって運営され
てきたのか、維持されてきたのか。
端的に問うならば、私たちのまちの原風景
の中で、市民会館や文化ホールはどのくらい
の存在感を持って、つまりかけがえのない大
切なものという意味でもって私たちに迫って
くるのか。そのことをまずイメージしてみる
必要があると思います。
『文化ホールがまちをつくる』という本が
出たのは 1991 年のことです。「文化ホールが
まちをつくる」というスローガンのもと、90
年代には週に2館のペースで全国津々浦々に
公共文化施設が建設されました。それから
30 年がたとうとしています。そして、自治体
によってはもう修繕費、改築費がないために
閉館や廃館に追い込まれているところも出て
きました。
しかし、もし本当に文化ホールがまちをつ
くっていたらば、恐らく財政難だけを理由に
廃館になるということはなかったのではない
かと思います。すこし今日のテーマから外れ
ますけれども、この問題は私の大きなテーマ
なのです。どうしたら文化ホールが文化的コ
モンズをつくる再生装置として復活できるの
かということは、とても大きな宿題としてあ
ります。
いずれにしても、一度コミュニティーとと
もに衰退してしまった、もしくは崩壊してし
まった文化的コモンズを再形成することが文
化政策の課題であることは間違いありませ
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写真 17 早期に復活した女川町の獅子振り

出典：報告者作成

図2 文化的コモンズのイメージ図

出典：報告者作成
（(財）地域創造「災後における地域の公立文化施設の役割
に関する調査研究報告書」の図をもとに加工）
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ん。いかにしたら文化的コモンズを再形成
し、コミュニティーを再生できるかが文化政
策の課題です。
ここで私は、地域の記憶と共感の装置とい
う文化的コモンズの枠組みを、個人の実存の
問題と深いところで関係づけたいと思いま
す。こういう視点は従来の文化政策にはな
かったものです。今日初めてこの問題を提起
しようと思いますけれども、先ほどイントロ
として、例えば祭りのことを私は述べまし
た。つまりコミュニティーと実存の深いつな
がり、それは祭りを通して私たちは既に実感
しているはずだと思います。
ところが、この祭りや文化的景観のような
コミュニティーのアイデンティティーを支え
てくれる場所も時間も、もし崩壊してしまっ
たとしたら、一体私たちはどこへ投げ出され
てしまうのでしょうか。不安な夜を照らし出
す光を、どのようにして私たちは見いだすこ
とができるのでしょうか。
このような実存の問題が切実に迫ってくる
ときがあります。阪神大震災を経験いたしま
した。大震災の被災者、親族の死、いじめや
引きこもりなど、さまざまな原因や理由があ
るでしょう。特定の原因がないとしても、人
間はそもそも本質的に不安に浸透された存在
です。この存在不安が実存の本質だからで
す。

(8）アートの力と実存とコミュニティ
それにしても、なぜコミュニティーと実存
の深いつながりにとってアートの力が不可欠
なのでしょうか。私はこの問題が解けない限
り、文化政策はこの先に進まないと考えてき
ました。
その中で、私は最近、「語りなおし」という

考え方にとても触発をされています。芸術社

会学を専門にされている中村美亜さんという
九州大学の先生が最近唱えられている説なの
ですけれども、「語りなおし」というのは、自
分自身に関する物語を語り直す作業のことで
す。
今、私は皆さんの前でかなりプライベート
な体験を、恥ずかしながら昔話として語って
きました。自分の原風景とまちのつながりに
ついて語ることで、幼少期から還暦までの自
分が一貫した同一の存在であることを確か
め、表明しました。
私は、実はそうしたかった。「語りなおし」

をせざるを得なかったのです。私はアートの
力を信じて、文化的コモンズの再形成に取り
組んでいる一人の人間です。研究者、つまり
コミットをしない傍観者という立場よりも、
むしろ当事者として現場にかかわってきまし
た。
それぞれのプロジェクトのミッションを掲
げ、理論武装してさまざまな交渉を行ってき
ました。そのうちうまくいくことは、十に一
つぐらいです。心が折れそうになることが
しょっちゅうあります。けれども、奇跡もま
た訪れることがあります。私は常に存在不
安、アイデンティティクライシスに襲われな
がら、それでもアートの力を信じてコミュニ
ティー再生を目指しています。

(9）「語りなおし」とアートプロジェクト
自分自身の物語を原風景として紡ぎ出し、

そこに新しい経験を重ねることで、自分の物
語を更新していく。語られる内容はどんどん
新しくなるわけですけれども、語っている自
分自身の存在は同一のままです。これがアイ
デンティティー、自己同一ということです。
しかし、記憶や経験の中には、もちろん悲
しいことやつらいことがたくさんあります。
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こうあります。また読んでいきますと、「公
共文化施設は、文化的なつながりを求めて
人々が集まり、『地域の記憶と共感の装置』と
して機能する文化拠点を目指すべきである。
地域で継承されてきた伝統芸能やお祭り、文
化団体やアート NPOなど、さまざまな文化
の担い手とも手を結び、文化的コモンズを牽
引する役割を担うべきである。」
「べきである」ということで語られている
んです。何か少し不思議な気がしませんか。
つまり、この提言の裏を読むと、これまでの
公共文化施設は、文化的コモンズの形成にほ
とんど関与してこなかったのではないか、そ
のような実態が浮かび上がってきます。「公

共文化施設は、文化的なつながりを求めて
人々が集まり、『地域の記憶と共感の装置』と
して機能する文化拠点を目指すべきである。」
と提言されてはいますが、これまでの公共文
化施設は、地域の記憶と共感の装置として機
能してこなかったんでしょうか。だとすれ
ば、公共文化施設は誰のために、何のために
建設され、多額の公共予算によって運営され
てきたのか、維持されてきたのか。
端的に問うならば、私たちのまちの原風景
の中で、市民会館や文化ホールはどのくらい
の存在感を持って、つまりかけがえのない大
切なものという意味でもって私たちに迫って
くるのか。そのことをまずイメージしてみる
必要があると思います。
『文化ホールがまちをつくる』という本が
出たのは 1991 年のことです。「文化ホールが
まちをつくる」というスローガンのもと、90
年代には週に2館のペースで全国津々浦々に
公共文化施設が建設されました。それから
30 年がたとうとしています。そして、自治体
によってはもう修繕費、改築費がないために
閉館や廃館に追い込まれているところも出て
きました。
しかし、もし本当に文化ホールがまちをつ
くっていたらば、恐らく財政難だけを理由に
廃館になるということはなかったのではない
かと思います。すこし今日のテーマから外れ
ますけれども、この問題は私の大きなテーマ
なのです。どうしたら文化ホールが文化的コ
モンズをつくる再生装置として復活できるの
かということは、とても大きな宿題としてあ
ります。
いずれにしても、一度コミュニティーとと
もに衰退してしまった、もしくは崩壊してし
まった文化的コモンズを再形成することが文
化政策の課題であることは間違いありませ
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写真 17 早期に復活した女川町の獅子振り

出典：報告者作成

図2 文化的コモンズのイメージ図

出典：報告者作成
（(財）地域創造「災後における地域の公立文化施設の役割
に関する調査研究報告書」の図をもとに加工）
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そうすると、これまで紡いできた自分の物語
に新しい経験を積み重ねることができなくな
ることがある。例えば、大震災に直面した人
の喪失感は、その記憶を無理に自分の物語に
重ねようとすると、物語が立ちゆかなくなっ
てしまって、自己のアイデンティティーの崩
壊を招く。場合によっては心身ともに危機的
な状況になってしまいます。
このような状況に陥ったときに、私たちは
どのように対処すればよいのか。ここで、自
分を支えてきた物語を編み直して、新しい語
りを紡ぎ出す、それしかないのではないかと
思います。
中村（美亜）さんは、次の3つのステップ
の「語りなおし」について語っています。も
うあと時間がありませんので早口になってし
まいますが、まずは安全・安心な環境に身を
置き、過去のつらい記憶にアクセスしなが
ら、それを事実として少しずつ受け入れ、周
囲の人や社会とのつながりの中で、その語り
をゆっくり編み直すというものです。このス
テップは、いわゆるケア、セラピーとして言
われることなのですけれども、この3つのス
テップをアート・プロジェクトに置きかえて
考えることができるのではないかということ
です。
つまり、自由に表現できる安全・安心な環
境が担保されている中で、これまでの経験を
生かしながら、他者とのかかわりを通して新
しい表現を生み出す。このようにアートに置
きかえていくことができる。
そうすると、中村（美亜）さんが言われて
いるような、いわゆる中動態の世界ですね。
すなわち、受動的なのか、それとも能動的な
のかわからないようなところから新しいもの
が生み出されてくるし、特殊で独特な世界が
開かれてくる。ここにこそ「共創」と呼ばれ

る独特な創造のプロセスがあるのではない
か。そして、この「共創」こそが、まさにコ
ミュニティーアートの本質なのではないかと
私は考えています。
このように「語りなおし」、新たな物語を編
み直すことによって、自己のアイデンティ
ティーの危機を乗り越える技、これがアートと
しての一つの意味なのではないかと思います。

(10）アートプロジェクトにとって大切なこ
と
最後に、アート・プロジェクトにとって重

要なことは何でしょうか。これまでの経験を
生かしながら、他者とのかかわりを通して新
しい表現を生み出すこと。これがとても重要
なことなのですけれども、私は、語り継ぐこ
とが文化であるとすれば、語り直すことは
アートである。そして、語り継ぐことには語
り直すことも含まれているはずであると考え
ています。
ですから、文化的コモンズを再形成するた
めには、伝統を守ることだけではなく、同時
に新しい表現に対しても開かれている必要が
あります。アート・プロジェクトにおける
「語りなおし」は、実存の問題、すなわち個人
のアイデンティティーの確認と更新にかかわ
るだけではありません。コミュニティーが多
様な価値観を受け入れ、寛容性をはぐくむた
めの技、アートとなることだと思っています。
つまり、コミュニティーが語り直されるこ
とによって再生する。文化がアートへと開か
れていく。ここに今日的なアート・プロジェ
クトの非常に重要な意義があるのではないか
と思っています。
そのために行政は何をサポートしたらいい
のかということは、最初のステップワンで
す。住民や参加者が自由に表現できる安全・
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安心な環境を担保する、その意味での文化権
を保障するということが行政にとって一番大
切なことだと私は考えております。

4 パネルディスカッション

［コーディネーター］
関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉
学部教授 小西砂千夫
［コメンテーター］
（公財）日本都市センター理事長・高松市長

大西 秀人
［パネリスト］
中央大学法学部教授 工藤 裕子
神戸大学大学院国際文化学研究科教授

藤野 一夫
静岡文化芸術大学文化政策学部教授

松本 茂章

小西教授 ここからはパネルディスカッショ
ンとして、意見交換を行っていきます。ま
ず、大西市長からこれまでの講演についてコ
メントと質問をいただくことにします。

○高松市の取組（コメント）
大西市長 私自身は、高松市長になりまして
ちょうど今3期目、11 年目です。2007 年に
市長になったわけですが、高松市長の選挙に
出ないかという話があったときに、高松市の
施策を見たときに、一番何と言いましてもい
いなと思いましたのは、高松国際ピアノコン
クールが 2006 年に開催されまして、大成功
となったことです。高松で国際ピアノコン
クールということで、私も大変驚きまして、
そういうことができるような都市になったの
かという、何か都市ブランド的な意味を非常
に感じたのが一つです。
それからもう一つが、平成の大合併により
高松市は近隣6町と合併をしたのですが、そ
の中の町の一つに牟礼町というところがあり
ます。その牟礼町にイサム・ノグチの庭園美
術館があるのです。イサム・ノグチは、晩年
の 20 年ぐらいを日本では香川県牟礼町のア
トリエで過ごされていたわけですが、そのア
トリエをできるだけイサム・ノグチの生前の
ままに残して、美術館としているのが庭園美
術館です。イサム・ノグチの庭園美術館があ
り、また国際ピアノコンクールを成功させた
まちということで、まちとして非常に可能性
があるのではないか、ブランド力があるので
はないかというような思いがあります。
そのように、文化芸術施策がやはり大事だ
ということは、そういう話を受けたときに感
じたことでもよくわかるわけでして、それで
これまで市長になってからも、特に文化・芸
術施策に力を入れながら今日までやってきた
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そうすると、これまで紡いできた自分の物語
に新しい経験を積み重ねることができなくな
ることがある。例えば、大震災に直面した人
の喪失感は、その記憶を無理に自分の物語に
重ねようとすると、物語が立ちゆかなくなっ
てしまって、自己のアイデンティティーの崩
壊を招く。場合によっては心身ともに危機的
な状況になってしまいます。
このような状況に陥ったときに、私たちは
どのように対処すればよいのか。ここで、自
分を支えてきた物語を編み直して、新しい語
りを紡ぎ出す、それしかないのではないかと
思います。
中村（美亜）さんは、次の3つのステップ
の「語りなおし」について語っています。も
うあと時間がありませんので早口になってし
まいますが、まずは安全・安心な環境に身を
置き、過去のつらい記憶にアクセスしなが
ら、それを事実として少しずつ受け入れ、周
囲の人や社会とのつながりの中で、その語り
をゆっくり編み直すというものです。このス
テップは、いわゆるケア、セラピーとして言
われることなのですけれども、この3つのス
テップをアート・プロジェクトに置きかえて
考えることができるのではないかということ
です。
つまり、自由に表現できる安全・安心な環
境が担保されている中で、これまでの経験を
生かしながら、他者とのかかわりを通して新
しい表現を生み出す。このようにアートに置
きかえていくことができる。
そうすると、中村（美亜）さんが言われて
いるような、いわゆる中動態の世界ですね。
すなわち、受動的なのか、それとも能動的な
のかわからないようなところから新しいもの
が生み出されてくるし、特殊で独特な世界が
開かれてくる。ここにこそ「共創」と呼ばれ

る独特な創造のプロセスがあるのではない
か。そして、この「共創」こそが、まさにコ
ミュニティーアートの本質なのではないかと
私は考えています。
このように「語りなおし」、新たな物語を編
み直すことによって、自己のアイデンティ
ティーの危機を乗り越える技、これがアートと
しての一つの意味なのではないかと思います。

(10）アートプロジェクトにとって大切なこ
と
最後に、アート・プロジェクトにとって重

要なことは何でしょうか。これまでの経験を
生かしながら、他者とのかかわりを通して新
しい表現を生み出すこと。これがとても重要
なことなのですけれども、私は、語り継ぐこ
とが文化であるとすれば、語り直すことは
アートである。そして、語り継ぐことには語
り直すことも含まれているはずであると考え
ています。
ですから、文化的コモンズを再形成するた
めには、伝統を守ることだけではなく、同時
に新しい表現に対しても開かれている必要が
あります。アート・プロジェクトにおける
「語りなおし」は、実存の問題、すなわち個人
のアイデンティティーの確認と更新にかかわ
るだけではありません。コミュニティーが多
様な価値観を受け入れ、寛容性をはぐくむた
めの技、アートとなることだと思っています。
つまり、コミュニティーが語り直されるこ
とによって再生する。文化がアートへと開か
れていく。ここに今日的なアート・プロジェ
クトの非常に重要な意義があるのではないか
と思っています。
そのために行政は何をサポートしたらいい
のかということは、最初のステップワンで
す。住民や参加者が自由に表現できる安全・
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ところです。
ただ、後でまた工藤先生にお話をお伺いし
ますけれども、文化芸術施策は、政策評価が
非常に難しいのです。市民の皆様になぜ行政
がそこまで税金をつぎ込んで文化芸術施策を
やるのかということを納得してもらうといい
ますか、理解していただくということは非常
に難しいということがあろうかと思います。

それからもう一つ、高松で今一番大きく、
イベント的に開催をしているのが瀬戸内国際
芸術祭です。この瀬戸内国際芸術祭は 2010
年に1回目が始まって、トリエンナーレとい
うことで 2013 年と 2016 年にもやってきて、
2019 年が4回目ということになります。
もともとは福武財団が展開をしております
直島の地中美術館ですとか、家プロジェクト
ですとか、そういう現代アートで非常に受け
たものを瀬戸内海全体に拡大したい。そこ
に、越後妻有で大地の芸術祭を開催していた
北川フラムさんや福武財団の福武總一郎さん
がお話をされて、ぜひともそれを直島を中心
とした瀬戸内海の島々でやりたいというのが
始まりでした。
そういう形で民間と香川県と高松市が中心
となって、行政、まさに官民連携、それに福
武財団という財団法人が入りますが、そうい
う形で協力・連携をしながらずっとやってき

てまして、今や世界的に非常に有名な芸術祭
に育ってきたというところです。
やはりこれは直島の存在が非常に大きいと
いうことと、こういうアートフェスティバル
は何のためにやるかということですが、瀬戸
内国際芸術祭は最初から一貫して一番大きな
テーマは「海の復権」ということです。
特に、われわれ四国の人間は、昔は連絡船
などで海を渡って、非常に海の恩恵みたいな
ものを感じながら、あるいは海の怖さという
ものを感じながら生活をしていたのですが、
それが瀬戸大橋、それから四国三橋時代に
なっておりますので、もうだんだん海を忘れ
てきております。
そして、しかも離島はどんどん人口も減っ
てきて、高齢化になってきて、このままでは
消滅しかねないということで、海の復権とそ
の離島における活性化がテーマなのです。す
こしわかりやすく言えば、島のおじいちゃん、
おばあちゃんの笑顔が見たい。こうしたこと
を一貫したテーマとしてやってきています。
これはかなり経済効果をあげきてまして、

前回の 2016 年の芸術祭では、春、夏、秋の会
期を合わせて 108 日間開催をしたのですが、
カウントの仕方にもよりますが、入場者数は
前々回並みの 104 万人ぐらいでした。

○講師への質問
大西市長 そこで、まず工藤先生に質問があ
るのですが、先生はイタリアにおられたとい
うことで、ヴェネツィア・ビエンナーレが
1895 年に始まって、100 年以上続いていて、
しかもそれでヴェネツィアのまちが知られて
います。
先ほど言いました瀬戸内国際芸術祭も、や
はりモデルはヴェネツィア・ビエンナーレと
いうことでした。ビエンナーレは 100 年経っ
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てもやっているのだから、瀬戸内国際芸術祭
も「市長、100 年やりましょう」ということも
言われています。それをやることによって、
例えばヴェネツィアングラスですとか、そう
した産業も一緒に育ってきているということ
です。イタリアはそれぞれの都市が非常に個
性的だと思うのですが、そういう文化事業の
展開等に対して、どのようなまちづくりがで
きているのか、何か参考になるような事例が
あれば教えていただければと思います。
それから、松本先生には、高松市でも人口
減少が始まっていますが、子どもたちが増え
ている地域が一方であり、学校を新しく増設
しなくてはならないのですが、他方で減って
いる地域もあって、こちらは学校統合をしな
ければいけません。全体として公共施設がだ
んだん老朽化してきていますので、それらを
全部また建てかえるとなると、非常に具合が
悪くてうまくいきません。
そうかといって、そこの地域の公共施設だ
けをやめます、ここは残しますと言います
と、なかなか地域間格差が言われて難しいと
いうことで、ファシリティマネジメントの観
点から公共施設の統廃合を今どういうふうに
進めていくかということが非常に大きな問題
です。公共施設の有効活用を考えるときに、
これは官民連携ということにもなると思うの
ですが、官が民間に売却する、あるいは売却
できないものは廃止するなど、何かそういう
システムみたいなものをつくってやれればい
いとは思うのですが、こうした点について松
本先生にお知恵があれば教えていただきたい
と思います。
それから藤野先生には、高松市でも郊外部
におきますと、今どんどん高齢化していって
おりまして、コミュニティがなかなか維持で
きないという問題も出てきています。文化芸

術で、例えば何か祭りをやろうと言ってかけ
声をかけたところで、人が集まって来ないわ
けです。文化・芸術が必要だというのは非常
によくわかるのですが、それをコミュニティ
の充実なり、まちづくりや、商店街の復活や
再生みたいなものに結びつけていくために
は、こういう事例があるので、こういうふうに
してうまくいったということがあれば、教えて
いただきたいというふうに思っております。

○イタリアの文化芸術政策（回答）
工藤教授 ご質問のイタリアについて簡単に
説明をさせていただきたいと思います。
確かにイタリアは非常に都市文化が発達し
ている国ですし、そもそもヨーロッパは大体
が都市から出発していますので、国や地方、
あるいは二次的な県や州よりも、やはり都市
の力が非常に強い。それも中世、場合によっ
てはイタリアなどの場合だと、エトルリア時
代などからの長い伝統のあるまちが多いた
め、当然こうした都市のアイデンティティ
が、国や地方に増して一番強いアイデンティ
ティになります。
一方で、そうしたアイデンティティがありつ

つも、今回、我々三人とも触れず、私もあえて
意図的に触れなかったキーワードが1つある
と思うのですが、それが「ブランド」です。
なぜ文化やアートに自治体が税金を投入し

てイベントを開催したりするのかといいます
と、最終的に観光客が来たり、定住者が増え
たり、Uターンしたりする人が出てくるとい
うのが目標なのです。その前段階として、何
か大きなイベントを開催することによって、
場合によっては世界中の人に名前を知っても
らうという、ブランド効果というものがあり
ます。
ブランド効果自体はなかなかそれだけでは
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ところです。
ただ、後でまた工藤先生にお話をお伺いし
ますけれども、文化芸術施策は、政策評価が
非常に難しいのです。市民の皆様になぜ行政
がそこまで税金をつぎ込んで文化芸術施策を
やるのかということを納得してもらうといい
ますか、理解していただくということは非常
に難しいということがあろうかと思います。

それからもう一つ、高松で今一番大きく、
イベント的に開催をしているのが瀬戸内国際
芸術祭です。この瀬戸内国際芸術祭は 2010
年に1回目が始まって、トリエンナーレとい
うことで 2013 年と 2016 年にもやってきて、
2019 年が4回目ということになります。
もともとは福武財団が展開をしております
直島の地中美術館ですとか、家プロジェクト
ですとか、そういう現代アートで非常に受け
たものを瀬戸内海全体に拡大したい。そこ
に、越後妻有で大地の芸術祭を開催していた
北川フラムさんや福武財団の福武總一郎さん
がお話をされて、ぜひともそれを直島を中心
とした瀬戸内海の島々でやりたいというのが
始まりでした。
そういう形で民間と香川県と高松市が中心
となって、行政、まさに官民連携、それに福
武財団という財団法人が入りますが、そうい
う形で協力・連携をしながらずっとやってき

てまして、今や世界的に非常に有名な芸術祭
に育ってきたというところです。
やはりこれは直島の存在が非常に大きいと
いうことと、こういうアートフェスティバル
は何のためにやるかということですが、瀬戸
内国際芸術祭は最初から一貫して一番大きな
テーマは「海の復権」ということです。
特に、われわれ四国の人間は、昔は連絡船
などで海を渡って、非常に海の恩恵みたいな
ものを感じながら、あるいは海の怖さという
ものを感じながら生活をしていたのですが、
それが瀬戸大橋、それから四国三橋時代に
なっておりますので、もうだんだん海を忘れ
てきております。
そして、しかも離島はどんどん人口も減っ
てきて、高齢化になってきて、このままでは
消滅しかねないということで、海の復権とそ
の離島における活性化がテーマなのです。す
こしわかりやすく言えば、島のおじいちゃん、
おばあちゃんの笑顔が見たい。こうしたこと
を一貫したテーマとしてやってきています。
これはかなり経済効果をあげきてまして、

前回の 2016 年の芸術祭では、春、夏、秋の会
期を合わせて 108 日間開催をしたのですが、
カウントの仕方にもよりますが、入場者数は
前々回並みの 104 万人ぐらいでした。

○講師への質問
大西市長 そこで、まず工藤先生に質問があ
るのですが、先生はイタリアにおられたとい
うことで、ヴェネツィア・ビエンナーレが
1895 年に始まって、100 年以上続いていて、
しかもそれでヴェネツィアのまちが知られて
います。
先ほど言いました瀬戸内国際芸術祭も、や
はりモデルはヴェネツィア・ビエンナーレと
いうことでした。ビエンナーレは 100 年経っ
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計れないため、訪れた観光客数などを経済効
果として数字に落とし指標とするということ
になるのだと思うのですが、実はその前段階
としてのブランド力というものが非常に重要
で、これがどれだけあるかということが、恐
らくまちのイメージ、ひいては成功を決める
一つの重要なポイントであると思います。
さて、そういう意味では、実はイタリアは、
おっしゃっていただいたような大都市はもち
ろんそうなのですが、そうでない中小都市
も、場合によっては日本でいうような限界集
落のような小さな自治体でも、それなりにい
ろいろな歴史的な遺産があったり。イタリア
は世界遺産の非常に多い国です。ですので、
そういった意味では有形無形の、それからい
ろいろな記憶遺産などを含めますと、やはり
地域のブランド力というのは非常に強いのか
と思います。
それから、一見我々が知らないような小さ
なまちであっても、やはりそこの地域に根ざ
している食文化や、その風景など、日本に非
常に近いものとしては例えば、農村風景をい
かに保存して、それを後世に伝えるかという
ことにも非常に心を砕いています。実はイタ
リアは景観を憲法できちんと位置づけてお
り、景観とは国かつ国民の財産であるという
ことで非常に重要視していますので、そうい
う意味では、今後、もしかすると都市の個性
ということが、単に文化を超えて、その都市
が持っている歴史や景観などもまちづくりの
重要な主役になっているということが言える
のではないかと思います。
同時に、そのためには、やはりそれらをき
ちんと使っていける人材を育てるということ
が重要になってきてまして、これについて
は、実はイタリアだけに限らず、ヨーロッパ
の場合、EUのさまざまな構造的基金などを

使って人を育てています。つまり、まちづく
りは行政がやるのではなく、地元で、日本で
言うところのまちづくり公社のようなものを
つくって、そこが受け皿となっていろいろな
プログラムを実施していきますので、そこに
非常に大きなお金が動きます。それをやるこ
とによって若い人たち、特に地元での人材が
育っていく。落下傘ではなくて、あくまでも
そこにいる人が育っていくという仕組みをつ
くっているところが特徴と思います。

○高蔵寺ニュータウンの事例（回答）
松本教授 先ほど大西市長から受けた質問
は、公立文化施設の統廃合について、でした。
たとえば学校に関しては、校区という地域を
抜きにして語れないと思います。校区にはそ
れぞれに歴史があるからです。公務員がコー
ディネーターとして、それぞれの地域の歴史
を踏まえながら、関わっていかなくてはなり
ません。
先日、愛知県の高蔵寺ニュータウンにまい
りました。日本3大ニュータウン（多摩、千
里、高蔵寺）の1つ。興味深かったのは、小
学校区が統合され、校舎がコミュニティセン
ターに活用されていたことです。運営するま
ちづくり会社の専務は市 OB職員で、総務部
長には銀行の行員が赴任していました。
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施設の一角には絵画が並べられていまし
た。「何ですか」と聞いたところ、持ち主が亡
くなったあと、同社が整理したときに多数出
てきたといいます。高蔵寺は団地だけではな
く、一戸建ても多数ありまして。戦後に成功
した経済人が住居を構えた。所有者が亡く
なって、整理に入ると、多数の美術品が飾ら
れていた。同施設で預かっていたのです。高
度成長の遺産といったところでしょうか。
このように校区ごとに歴史があり、実に興
味深い。公務員としては自分たちが担当する
だけでなく、調整して地元の方にやっていた
だくように、どうコーディネートしていくの
か。自治体職員の腕の見せ所だと思います。

○新長田、城崎の事例（回答）
藤野教授 高松市長からのご質問ということ
で、超少子高齢化の中でのコミュニティー再
生というのもなかなか限界があるのではない
か、何かうまくいっている事例はありません
かというご質問だったと思います。
私がかかわっている基礎自治体の中で2
つ、今とても関心を持っているところのご紹
介をしたいと思っています。
一つは神戸市の中の新長田です。ここはイ
ンナータウンですし、震災で大きな被害を受
け、再開発事業は失敗したと言われているわ
けですが、そこで 2015 年から「下町芸術祭」
という本当に規模の小さなマイクロプロジェ
クトを始めました。
ただ、それは由来があって、地元にもとも
と面白いおじちゃん、おばちゃんがいるとい
うこともあるのですが、2009 年に大阪市に
あった DANCE BOXという NPO法人が
大阪から追われて、新長田を拠点に自分たち
の劇場を持って活動を始めました。彼らはコ
ンテンポラリーダンスが中心なのですが、

もっと間口を広げて、地域の人たちとどんど
んつながっていく、さきほどの新しいお祭り
の拠点になっていったということがすごく重
要です。
そこでつながった人材たちが新長田アート
コモンズという実行委員会をつくり、行政と
もつながって、いろいろな民間の助成金もも
らいながら、1,000 万円規模の「下町芸術祭」
というものを始めました。去年2回目をやっ
て、また来年もやります。
ここでは私が今代表をさせていただいてい
るのですが、いろいろな出会いがありまし
た。地元の人たちと、それから外から来る、
特にコンテンポラリーダンスとか現代アート
のアーチストたちとの出会いがあり、移住促
進にも実はかなり結びついているのです。新
長田は住みやすい、物価も安いというので移
住をして、そしてスタジオや劇場でダンスパ
フォーマンス制作をして、そこから東京や海
外に発信するという流れも今生まれつつあり
ます。
去年の下町芸術祭を行った時に、これは可
能性があるなと思ったのは、瀬戸内経済文化
圏サミットというものを開きました。これは
瀬戸内をめぐる8県ぐらいの NPOや、一般
社団などのデザイン系、アート系、まちづく
り系のアクター達が集まって、自分達の経験
をシェアして、自分たちの中で足りないもの
を、相互にどうやって補っていったらいいの
かといった経験を共有するネットワークをつ
くろうという趣旨でした。
大資本と言うとまた語弊がありますが、例
えば、デザイン系などですと大手の広告代理
店とは違う、もっと地産地消的な形で地域を
盛り上げる。つまり、文化と経済とをマイク
ロサイズでもって、地に足のついた形で根を
張っていくような仕組みをつくろうというこ
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計れないため、訪れた観光客数などを経済効
果として数字に落とし指標とするということ
になるのだと思うのですが、実はその前段階
としてのブランド力というものが非常に重要
で、これがどれだけあるかということが、恐
らくまちのイメージ、ひいては成功を決める
一つの重要なポイントであると思います。
さて、そういう意味では、実はイタリアは、
おっしゃっていただいたような大都市はもち
ろんそうなのですが、そうでない中小都市
も、場合によっては日本でいうような限界集
落のような小さな自治体でも、それなりにい
ろいろな歴史的な遺産があったり。イタリア
は世界遺産の非常に多い国です。ですので、
そういった意味では有形無形の、それからい
ろいろな記憶遺産などを含めますと、やはり
地域のブランド力というのは非常に強いのか
と思います。
それから、一見我々が知らないような小さ
なまちであっても、やはりそこの地域に根ざ
している食文化や、その風景など、日本に非
常に近いものとしては例えば、農村風景をい
かに保存して、それを後世に伝えるかという
ことにも非常に心を砕いています。実はイタ
リアは景観を憲法できちんと位置づけてお
り、景観とは国かつ国民の財産であるという
ことで非常に重要視していますので、そうい
う意味では、今後、もしかすると都市の個性
ということが、単に文化を超えて、その都市
が持っている歴史や景観などもまちづくりの
重要な主役になっているということが言える
のではないかと思います。
同時に、そのためには、やはりそれらをき
ちんと使っていける人材を育てるということ
が重要になってきてまして、これについて
は、実はイタリアだけに限らず、ヨーロッパ
の場合、EUのさまざまな構造的基金などを

使って人を育てています。つまり、まちづく
りは行政がやるのではなく、地元で、日本で
言うところのまちづくり公社のようなものを
つくって、そこが受け皿となっていろいろな
プログラムを実施していきますので、そこに
非常に大きなお金が動きます。それをやるこ
とによって若い人たち、特に地元での人材が
育っていく。落下傘ではなくて、あくまでも
そこにいる人が育っていくという仕組みをつ
くっているところが特徴と思います。

○高蔵寺ニュータウンの事例（回答）
松本教授 先ほど大西市長から受けた質問
は、公立文化施設の統廃合について、でした。
たとえば学校に関しては、校区という地域を
抜きにして語れないと思います。校区にはそ
れぞれに歴史があるからです。公務員がコー
ディネーターとして、それぞれの地域の歴史
を踏まえながら、関わっていかなくてはなり
ません。
先日、愛知県の高蔵寺ニュータウンにまい
りました。日本3大ニュータウン（多摩、千
里、高蔵寺）の1つ。興味深かったのは、小
学校区が統合され、校舎がコミュニティセン
ターに活用されていたことです。運営するま
ちづくり会社の専務は市 OB職員で、総務部
長には銀行の行員が赴任していました。
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とを試みています。
本当にそれぞれの地域、それぞれの県には
面白い人たちがいるなと思いました。こうい
う人たちが定期的にこうしたサミットを開い
て、経験をシェアし、そしてお互いのノウハ
ウをつないでいったならば、瀬戸内を取り巻
く形の経済文化圏というものができるんじゃ
ないかなという大きな可能性を感じました。
それが一つです。
それからもう一つ、豊岡なのですけれど
も、豊岡は平田オリザさんが去年爆弾発言を
されました。青年団を豊岡に移転しますと。
その4年前に、実は豊岡市は城崎にあった県
の会議場をアーチスト・イン・レジデンス施
設、KIACで通っていますが、「城崎国際アー
トセンター」に改築いたしました。現在は 50
カ国ぐらいから 100 組ぐらいの応募があり、
その中から 20 組ぐらいを選んで、年間を通
じて、3カ月まで無料でレジデンス制作をし
てもらうという仕組みが定着し、そこから城
崎ブランドが起きています。
ヨーロッパでも、レジデンス制作ならば

「城崎へ行け」というようなブランド化が起
きてきていまして、その流れを受けて「青年
団」も豊岡に移転をします。その移転に際し
ては、地元にあった遊休施設、例えば倉です
とか、古い公会堂ですとか、そういったもの
をリニューアルするというところまで、大き
な決断をしていますし、専門職大学まで誘致
して、アートと観光を目玉とした人材育成を
目指しています。
豊岡市は人口8万人で 2050 年までに人口
が5万人を切ると予測される地域なのです
が、本当に文化・芸術でアクセルを踏んで、
がんがんいくぞというようなことを始めてい
ます。トップダウンなのですが、今一番面白
い自治体、地域だなと思っています。

○公務員の専門性の確保、ファシリテーター
としての公務員（松本教授からの質問への
回答）
工藤教授 公務員が政策形成をしてそれを執
行するというのが伝統的な行政だとすると、
公務員が政策形成をし、民間や公務員がいろ
いろな形で連携して、場合によっては市民や
NPOも含めて執行するということが、今の
いわゆるニュー・パブリック・マネジメント
以降のあり方と理解をしています。
地方自治法の改正により指定管理者制度が
導入され、委託よりもう一歩踏み込んだ指定
管理者制度ができたことで、マネジメント能
力だけではなく、政策提言もできるような民
間が育ってきたということはあると思いま
す。しかし、現実問題から言うと、私は小さ
な政府論者ではないのですが、世の中は残念
ながらそういう方向に行っていて、それは財
政難だけではなく、やはり人口減少という大
きな問題があると思うのです。ですから、公
務員は今後も増えない。だとすると、いくら
能力がある人がいたとしても、人数が限られ
れば、1人の人間が政策形成に投入できる時
間は当然減少していくため、そのときに民間
のアイデアを使うということに問題はないと
私は理解しています。
ただし、もう一つ、2005 年頃からの傾向と
しては、政策形成の中で指定管理者が変わる
場合があるわけです。そうなってくると、い
わゆる専門性や知識など、現場での歴史的な
記憶が途切れるという批判がよくあるのです
が、実は全然変わらない人たちがいるので
す。それは住民で、住民とその施設やサービ
スの利用者は、そこにずっと来て使っている
人たちですから、サービスの提供者が変わろ
うと、市長が変わろうと、指定管理者が変わ
ろうとそれらを使い続けるわけです。ですか
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ら、その人たちの声を聞いて、その意見やア
イデアをどんどん取り入れてやっていく。実
は、それが「協働」や「協治」というやり方
ですので、将来的にはそうした方向に行くの
だと思うのです。
市民力の育った、いわゆるソーシャル・
キャピタルの強い地域は、いろいろと市民が
いい意味で口うるさく参加をしているため、
それがもっと育っていけば、政策形成のかな
りの部分については、市民から自発的な動き
も出てくるでしょう。
ですから、コーディネーターとしての、あ
るいはファシリテーターとしての公務員がい
れば、その人が物凄く芸術・文化政策に長け
ていなくても、本当は回っていく時代になる
のだと理解しています。

○公務員の異動と専門人材（松本教授からの
質問への回答・1）
藤野教授 公務員の皆さんも素晴らしい人た
ちばかりなのですが、やはり異動してしまい
ます。3年から4年して、お互い意気投合し
て、アクセルを踏んでいるのに、「いや、異動
になりました」と言われて、4月1日から別
の人が来るわけです。「また一から始めなく
ではいけないんですか」ということが繰り返
されたら、もうさすがに教員としても、研究
者としても、アート・マネジメントの少し先
輩としても疲れてきます。これは日本独自の
システムで、これが変えられない限りは、日
本の文化振興はおぼつかないだろうと思いま
す。
人材育成については、私は文化振興財団が
もっとパワーアップするのが一番いいと思っ
ています。NPO も厳しいですので。です
が、そこが今搾り取られている状況では、や
はりスペシャリストというか、プロパーの力

でもって日本の芸術・文化を支えていくとい
うのは、将来は先細りではないかという気が
しています。
最後、もう一頑張りはしますが、私はいつ
もドイツに「文化亡命」をしますと言ってい
ます。ドイツに行くと、こういうややこしい
説明をしなくても、現代アートはもう当たり
前なのです。クラシック音楽が当たり前なわ
けです。そういうところで、何か本当にのび
のびと味わい、美や芸術や自然を味わい尽く
せているのに、どうして日本はこんなに説明
が大変なのだろうと思います。どうして評価
というくだらないものが入ってきて、評価疲
れをせざるを得ないのだろうかと。その辺
が、自分自身のアイデンティティー・クライ
シスでもあります。

○公務員の異動と専門人材（松本教授からの
質問への回答・2）
大西市長 やはり日本の場合は、非常に文化
芸術を支える組織が弱いと思います。高松市
にしても、やはり4年ベースで大体人事は動
かしておりますので、もちろん行って帰って
くるということが割と多いのですが、それで
もやはり人が変わってしまって、事業を継続
することがなかなかできません。
文化振興財団といった中間組織的なものが
だいたい海外ではしっかりとあるのです。高
松市にもあるのですが、基本的にはトップは
公務員 OBがなっていて、そのほかは嘱託の
非正規職員です。それでどうにか組織を回し
ていますが、私から見ても頼りない限りで
す。
さりとて、プロパーを何人も雇って、これ
から育てていくというのも大変ですし、中途
採用のようなものを考えつつ、どのような形
でやっていけばいいのかと考えています。先
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とを試みています。
本当にそれぞれの地域、それぞれの県には
面白い人たちがいるなと思いました。こうい
う人たちが定期的にこうしたサミットを開い
て、経験をシェアし、そしてお互いのノウハ
ウをつないでいったならば、瀬戸内を取り巻
く形の経済文化圏というものができるんじゃ
ないかなという大きな可能性を感じました。
それが一つです。
それからもう一つ、豊岡なのですけれど
も、豊岡は平田オリザさんが去年爆弾発言を
されました。青年団を豊岡に移転しますと。
その4年前に、実は豊岡市は城崎にあった県
の会議場をアーチスト・イン・レジデンス施
設、KIACで通っていますが、「城崎国際アー
トセンター」に改築いたしました。現在は 50
カ国ぐらいから 100 組ぐらいの応募があり、
その中から 20 組ぐらいを選んで、年間を通
じて、3カ月まで無料でレジデンス制作をし
てもらうという仕組みが定着し、そこから城
崎ブランドが起きています。
ヨーロッパでも、レジデンス制作ならば

「城崎へ行け」というようなブランド化が起
きてきていまして、その流れを受けて「青年
団」も豊岡に移転をします。その移転に際し
ては、地元にあった遊休施設、例えば倉です
とか、古い公会堂ですとか、そういったもの
をリニューアルするというところまで、大き
な決断をしていますし、専門職大学まで誘致
して、アートと観光を目玉とした人材育成を
目指しています。
豊岡市は人口8万人で 2050 年までに人口
が5万人を切ると予測される地域なのです
が、本当に文化・芸術でアクセルを踏んで、
がんがんいくぞというようなことを始めてい
ます。トップダウンなのですが、今一番面白
い自治体、地域だなと思っています。

○公務員の専門性の確保、ファシリテーター
としての公務員（松本教授からの質問への
回答）
工藤教授 公務員が政策形成をしてそれを執
行するというのが伝統的な行政だとすると、
公務員が政策形成をし、民間や公務員がいろ
いろな形で連携して、場合によっては市民や
NPOも含めて執行するということが、今の
いわゆるニュー・パブリック・マネジメント
以降のあり方と理解をしています。
地方自治法の改正により指定管理者制度が
導入され、委託よりもう一歩踏み込んだ指定
管理者制度ができたことで、マネジメント能
力だけではなく、政策提言もできるような民
間が育ってきたということはあると思いま
す。しかし、現実問題から言うと、私は小さ
な政府論者ではないのですが、世の中は残念
ながらそういう方向に行っていて、それは財
政難だけではなく、やはり人口減少という大
きな問題があると思うのです。ですから、公
務員は今後も増えない。だとすると、いくら
能力がある人がいたとしても、人数が限られ
れば、1人の人間が政策形成に投入できる時
間は当然減少していくため、そのときに民間
のアイデアを使うということに問題はないと
私は理解しています。
ただし、もう一つ、2005 年頃からの傾向と
しては、政策形成の中で指定管理者が変わる
場合があるわけです。そうなってくると、い
わゆる専門性や知識など、現場での歴史的な
記憶が途切れるという批判がよくあるのです
が、実は全然変わらない人たちがいるので
す。それは住民で、住民とその施設やサービ
スの利用者は、そこにずっと来て使っている
人たちですから、サービスの提供者が変わろ
うと、市長が変わろうと、指定管理者が変わ
ろうとそれらを使い続けるわけです。ですか
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ほどの芸術祭を続けていくことをにらみなが
ら、現在行っている文化芸術事業を安定的に
するため、あるいは施設などを有効活用して
いくために、こうした中間組織としての財団
法人をいかにうまく充実させていくのかは一
番大きな課題だと思っています。この点は海
外の事例なども参考にしつつ、しっかりと考
えていかなければならないと思っています。

○指定管理者制度と雇用（フロアからの質問
への回答）
小西教授 指定管理制度のあり方で、専門性
の蓄積が妨げられるというご質問がありまし
たので、松本先生にお願いしたいと思いま
す。
松本教授 指定管理者制度の導入と専門性の
兼ね合いについて、自身は指定管理者制度を
それほど否定的に捉えてはいません。利点と
弱点と双方があり、功罪相半ばと思っており
ます。指定管理者イコール専門性や継続性に
欠けるということでもないと思います。
課題なのは雇用のことです。指定管理者制
度の導入後、正職員の採用が控えられ、職員
の非正規雇用が増えている点は、声を大にし
て指摘しておきたいと思います。指定管理者
制度もそうですが、背景の1つにアートプロ
ジェクトの隆盛もあります。地域活性化に貢
献するとして、全国各地でアートプロジェク
トが盛んに行われているのですが、非正規雇
用が増える背景の一つになっているようで
す。
アートプロジェクトは2～3年に1度、開
催されます。公務員の異動とサイクルがあっ
ている訳です。2～3年に一度の開催なら
ば、非正規雇用になりがちになる。このよう
に、アートの現場では正規でない雇用が増え
ていると聞いています。

日本社会は安定した雇用のなかで、落ち着
いて仕事をしてきたと振り返っています。人
材が文化政策の現場に集まるためにも、こう
いう日本が持っていた社会の安定性をもう少
し見直してもいいのではないか、と思ってい
ます。

○文化政策の評価をどうするか（フロアから
の質問への回答）
小西教授 フロアから「文化政策の評価が難
しいというのは非常に感じますが」という質
問がありましたので、ご回答をいただけます
か。
工藤教授 行政評価の専門家として一言だけ
申し上げますと、もともとの文化政策のミッ
ションの目標設定のときに「人口を増やす」
とか「入館者数を増やす」と言わずに、例え
ばですが、「美術が好きになる子どもを増や
す」とか、「美術に触れる機会のあるお年寄り
を増やす」とか、「音楽会に行く子どもを増や
す」とか、「音楽が好きになる子どもを増や
す」とか、そういう定性評価をぜひ入れてい
ただければ、実は自治体の皆さんがいろいろ
とやられていることの評価になるのではない
かと私は思っております。ですので、そうい
う定性評価を積極的に入れていただければと
思います。
松本教授 1点だけ申し上げますと、例えば
文化施設に喫茶店とかをつくりますが、あれ
は目的外使用です。つまり、市民の文化度を
上げるという目的の中では、コンサートの前
に喉が渇く人が飲み物を飲むことは目的外と
いうことになります。ですが、京都会館改め
ロームシアター京都は1階にすごくいいレス
トランをつくっていて、あれは東山のアメニ
ティーと言いますか、夜の 10 時ぐらいまで
レストランをやっていますが、東山の活性化
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ということを一番大きなテーマにしたため、
目的内施設になっているのです。文化政策の
目的、政策目標を掲げる際には、大きなテー
マと言いますか、ちょっとそれを広くとって
おくということです。
藤野教授 評価の問題も、ずっと私も関わっ
ていて疑問がたくさんあるのですが、ドイツ
やフランスの場合、評価はそれほど問題には
なりません。というのは、公務員にしても、
政治家にしても、財界の人も、文化芸術をみ
んな見に行く、聞きに行くからです。そこで
ダイレクトに「これはすごい」とか、みんな
感動しているということが肌身にしみるか
ら、「これはやらなくてはいけない」、あるい
は、「もうこの芸術監督や支配人ではだめだ」
ということを即判断できる人たちがたくさん
います。でも、これは鶏と卵の話で、そこま
でどうやって持っていくかということなので
す。
ですから、私は教育者の端くれとして考え
ていますのは、本当に幼児の頃から、どのよ
うに美的なテイストを磨き上げていくのかと
いうことです。これは単一の基準ではなく、
多様性も受け入れられるようなテイストなの
です。そうすると、様々なアートをシャワー
のように浴びせるしかありません。それには
コストもかかります。けれども、それをやる
しか、先は変えられないのではないかという
感じがします。
そしてもう一つ、やはり自分の孫などを見
ながらですが、大体1歳とか2歳まではすば
らしい感性を子どもは持っているのに、その
後、テレビなどを通じて子どもの感性がどん

どん破壊されて画一化されていくのです。例
えば、ディズニーのような文化産業の型には
まった規格様式の中で、世界がつくられ、知
覚されたりする。この点は根本的な大問題だ
と思っています。
つまり、教育もそのときにわかりやすいも
のがいいという話になるわけですが、アート
の場合は答えのない問いですから、答えがわ
からなくてもいい、すぐに出なくてもいいで
はないかと。わかりやすいから楽しいのでは
なくて、「わかりにくいから楽しいんだ」とい
うような価値観に子どもたちが変わっていけ
れば、可能性があるのではないかと思いま
す。
でも、全ては感じることから、感性から始
まるので、感じることから考え、そして世界
の物の見方がこれまでとは違う形になってい
くということが大事です。ですから、そこに
美が持っている力、計画的思考あるいは論理
的な認識とは違う力というものに期待したい
なと思っています。
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講 演 ③

「都市自治体の文化芸術ガバナンス」
－文化政策分野の拡大と官民連携を考える―

静岡文化芸術大学・大学院文化政策研究科教授 松本 茂章

講 演 ②

文化政策の今後と公民連携
中央大学法学部教授 工藤 裕子

講 演 ①

「文化・芸術を活かしたまちづくり」は何をめざすのか？
神戸大学大学院国際文化学研究科教授 藤野 一夫

＜コーディネーター＞
関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部教授

小西砂千夫
＜パネリスト＞

中央大学法学部教授 工藤 裕子
静岡文化芸術大学・大学院文化政策研究科教授 松本 茂章

神戸大学大学院国際文化学研究科教授 藤野 一夫
〈コメンテーター〉

日本都市センター理事長・高松市長 大西 秀人
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ほどの芸術祭を続けていくことをにらみなが
ら、現在行っている文化芸術事業を安定的に
するため、あるいは施設などを有効活用して
いくために、こうした中間組織としての財団
法人をいかにうまく充実させていくのかは一
番大きな課題だと思っています。この点は海
外の事例なども参考にしつつ、しっかりと考
えていかなければならないと思っています。

○指定管理者制度と雇用（フロアからの質問
への回答）
小西教授 指定管理制度のあり方で、専門性
の蓄積が妨げられるというご質問がありまし
たので、松本先生にお願いしたいと思いま
す。
松本教授 指定管理者制度の導入と専門性の
兼ね合いについて、自身は指定管理者制度を
それほど否定的に捉えてはいません。利点と
弱点と双方があり、功罪相半ばと思っており
ます。指定管理者イコール専門性や継続性に
欠けるということでもないと思います。
課題なのは雇用のことです。指定管理者制
度の導入後、正職員の採用が控えられ、職員
の非正規雇用が増えている点は、声を大にし
て指摘しておきたいと思います。指定管理者
制度もそうですが、背景の1つにアートプロ
ジェクトの隆盛もあります。地域活性化に貢
献するとして、全国各地でアートプロジェク
トが盛んに行われているのですが、非正規雇
用が増える背景の一つになっているようで
す。
アートプロジェクトは2～3年に1度、開
催されます。公務員の異動とサイクルがあっ
ている訳です。2～3年に一度の開催なら
ば、非正規雇用になりがちになる。このよう
に、アートの現場では正規でない雇用が増え
ていると聞いています。

日本社会は安定した雇用のなかで、落ち着
いて仕事をしてきたと振り返っています。人
材が文化政策の現場に集まるためにも、こう
いう日本が持っていた社会の安定性をもう少
し見直してもいいのではないか、と思ってい
ます。

○文化政策の評価をどうするか（フロアから
の質問への回答）
小西教授 フロアから「文化政策の評価が難
しいというのは非常に感じますが」という質
問がありましたので、ご回答をいただけます
か。
工藤教授 行政評価の専門家として一言だけ
申し上げますと、もともとの文化政策のミッ
ションの目標設定のときに「人口を増やす」
とか「入館者数を増やす」と言わずに、例え
ばですが、「美術が好きになる子どもを増や
す」とか、「美術に触れる機会のあるお年寄り
を増やす」とか、「音楽会に行く子どもを増や
す」とか、「音楽が好きになる子どもを増や
す」とか、そういう定性評価をぜひ入れてい
ただければ、実は自治体の皆さんがいろいろ
とやられていることの評価になるのではない
かと私は思っております。ですので、そうい
う定性評価を積極的に入れていただければと
思います。
松本教授 1点だけ申し上げますと、例えば
文化施設に喫茶店とかをつくりますが、あれ
は目的外使用です。つまり、市民の文化度を
上げるという目的の中では、コンサートの前
に喉が渇く人が飲み物を飲むことは目的外と
いうことになります。ですが、京都会館改め
ロームシアター京都は1階にすごくいいレス
トランをつくっていて、あれは東山のアメニ
ティーと言いますか、夜の 10 時ぐらいまで
レストランをやっていますが、東山の活性化
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